
会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書

「国が実施するＰＦＩ事業について」

令 和 ３ 年 ５ 月

会 計 検 査 院



平成11年7月に「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平

成11年法律第117号。以下「ＰＦＩ法」という。）が制定されて以降、国は、30年度までに

6次にわたりＰＦＩ法の改正を行い、施設管理者がＰＦＩ事業を実施する民間事業者に公共

施設等運営権を設定することができるようにしたり、ＰＦＩ事業の対象とする公共施設等

を追加したりすることなどにより、ＰＦＩ事業の推進を図ってきたところである。また、

国は、ＰＦＩ事業が真に必要な公共施設等の整備等と財政健全化の両立を図る上で重要な

役割を果たすものであるとしている。

そして、ＰＦＩ法が制定されて20年余りが経過して、サービス購入型のＰＦＩ事業につ

いては、事業期間が終了したもの又は終了が近いものが増加してきており、今後のＰＦＩ

事業の実施に資するために、これまで実施してきたＰＦＩ事業に係る事後検証等を行い、

ＰＦＩ事業における課題等を明らかにして、今後の事業の改善にいかすことが重要となっ

てきている。独立採算型のＰＦＩ事業については、まだ実績が少ないものの、公共施設等

運営事業への導入が促進されてきていることから、事業実績の増加が見込まれ、今後、そ

の効果を見定めていくことが必要である。さらに、ＰＦＩ事業を実施する民間事業者の財

務状況がサービスの提供に影響するため、財務状況の監視を含めてモニタリング等を適切

に行うことがますます重要となってきている。

本報告書は、以上のような経緯等を踏まえて、主に30年度末時点での国におけるＰＦＩ

事業の実施状況、ＰＦＩ事業に係る評価の実施状況、モニタリングの実施状況等について

検査を行い、その状況を取りまとめたことから、会計検査院法（昭和22年法律第73号）第

30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対

して報告するものである。

令 和 ３ 年 ５ 月

会 計 検 査 院
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事 例 一 覧

［算定条件を変更した場合、試算ＶＦＭがマイナスとなり、試算上ではＰＦＩ

方式より従来方式の方が優位な結果となったもの］

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜事例1＞ 36

［同種の債務不履行が繰り返し発生していて、債務不履行の年間の発生件数が

多くなっていたもの］

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜事例2＞ 39

［施設管理者が修繕を行うこととされた不具合について、施設管理者において

不具合を解消するための修繕を十分に行うことができていないなどのため、

ＰＦＩ事業に係る公共施設を十分に利用できない状態が継続していたもの］

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜事例3＞ 40
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国が実施するＰＦＩ事業について

検 査 対 象 衆議院、参議院、裁判所、会計検査院、内閣府、法務省、外務

省、財務省、文部科学省、国土交通省、防衛省

ＰＦＩ事業の概 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法
要

律（平成11年法律第117号）に基づき、公共施設等の整備等を

実施する事業

平成14年度から 76事業 1兆3504億円 （平成30年度末現在）
30年度までの間
に検査対象の11
府省等が締結し
た事業契約に係
る事業数及び契
約金額

1 検査の背景

(1) ＰＦＩの概要等

ア ＰＦＩ法の概要等

(ｱ) ＰＦＩ法の目的等

我が国においては、財政状況が極めて厳しい中、民間の資金、経営能力及び技

術的能力を活用して行う手法であるＰＦＩ（Private Finance Initiative）によ

り、効率的かつ効果的に社会資本を整備するなどのために、平成11年7月、「民間

資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成11年法律第

117号。以下「ＰＦＩ法」という。）が制定された。

ＰＦＩ法は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整

備等の促進を図るための措置を講ずることなどにより、効率的かつ効果的に社会

資本を整備するとともに、国民に対する低廉かつ良好なサービスの提供を確保し、

もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としており、国は、14年度以

降、ＰＦＩ法に基づく公共施設等の整備等（公共施設等の建設、製造、改修、維

持管理若しくは運営又はこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提

供を含む。以下同じ。）に関する事業を実施してきている。

ＰＦＩ法においては、公共施設等の管理者等（以下「施設管理者」という。）
(注1)
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が、公共施設等の整備等に関する事業であって、民間の資金、経営能力及び技術

的能力を活用することにより効率的かつ効果的に実施される事業（以下「特定事

業」という。）及び当該特定事業を実施する民間事業者を選定するに当たり、次

のような手続を行うことなどが定められている。

① 政府は、特定事業の実施に関する基本的な方針を定めなければならないこと

② 施設管理者は、①の基本的な方針にのっとり、特定事業の実施に関する方針

（以下「実施方針」という。）を定めることができること

③ 施設管理者は、実施方針を公表したときは、①の基本的な方針及び実施方針

に基づき、実施することが適切であると認める特定事業（以下「ＰＦＩ事業」

という。）を選定することができること

④ 施設管理者は、ＰＦＩ事業を選定したときは、当該ＰＦＩ事業を実施する民

間事業者を公募の方法等により選定すること

⑤ 施設管理者は、ＰＦＩ事業の選定及びＰＦＩ事業を実施する民間事業者の選

定を行うに当たって、客観的な評価を行い、その結果を公表しなければならな

いこと、また、当該民間事業者の選定を行うに当たって、民間事業者の有する

技術及び経営資源、その創意工夫等が十分に発揮され、低廉かつ良好なサービ

スが国民に対して提供されるよう、原則として価格及び国民に提供されるサー

ビスの質その他の条件により評価を行うこと

また、国がＰＦＩ事業について債務を負担する場合には、当該債務を負担する

行為により支出する年限は、当該会計年度以降30か年度以内とすることとなって

いる。

（注1） 公共施設等の管理者等 公共施設等の管理者である各省各庁の長又は
ＰＦＩ事業を所管する大臣、公共施設等の管理者である地方公共団
体の長又はＰＦＩ事業を実施しようとする地方公共団体の長、公共
施設等の整備等を行う独立行政法人、特殊法人その他の公共法人
（市街地再開発事業、土地区画整理事業その他の市街地開発事業を
施行する組合を含む。）

(ｲ) ＰＦＩ法の改正等の状況

ＰＦＩ法は、30年度までに6次にわたる改正が行われており、このうち23年11月

の改正により、施設管理者がＰＦＩ事業を実施する民間事業者に公共施設等運営権
(注2)

を設定することができるようになった。また、ＰＦＩ事業の対象とする公共施設

等に船舶等の輸送施設、人工衛星等が追加されたり、特定事業の実施に関する基
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本的な方針の案の作成や関係行政機関相互の調整等のために、内閣府に民間資金

等活用事業推進会議が設置されたりするなど、各種の制度拡充により、ＰＦＩ事
(注3)

業の推進が図られてきている。

また、同会議が策定した「ＰＰＰ／ＰＦＩ推進アクションプラン」（平成28年

5月民間資金等活用事業推進会議決定。以下「アクションプラン」という。）によ

れば、空港等の成長分野において、公共施設等運営権制度を活用したＰＦＩ事業

（以下「公共施設等運営事業」という。）の活用を大幅に拡大することで観光立

国の実現等を通じた成長の起爆剤とするとともに、長期的な持続可能性が課題と

なっている上下水道等の生活関連分野に公共施設等運営事業を活用することで課

題の克服に努める必要があるとされている。そして、25年度から令和4年度までの

10年間で国、地方公共団体等において21兆円の事業規模の達成を目指すことが目
(注4)

標として掲げられている。

なお、アクションプランの令和2年改定版（令和2年7月民間資金等活用事業推進

会議決定）によれば、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大により、ＰＦＩ事

業等に大きな影響が及んでいる可能性があるため、その影響等について早急に検

証及び分析を行うこととされている。

（注2） 公共施設等運営権 施設管理者が所有権を有する公共施設等（公共施
設等の利用料金を徴収するものに限る。）について、ＰＦＩ事業を
実施する民間事業者が維持管理・運営（これに関する企画を含
む。）を行い、公共施設等の利用者から支払われる利用料金を自ら
の収入として収受する事業を実施する権利。コンセッションともい
う。

（注3） 民間資金等活用事業推進会議 ＰＦＩ法に基づき、内閣総理大臣を会
長とし、内閣総理大臣が指定する国務大臣を委員として内閣府に設
置された会議

（注4） 21兆円の事業規模 ＰＦＩ事業の実施に係る契約等を締結した事業か
ら見込まれる民間事業者の契約期間中の総収入。21兆円には、指定
管理者制度、包括的民間委託等の活用も含まれている。

イ ＰＦＩ事業の事業類型

国が実施しているＰＦＩ事業について、主な事業類型を示すと次のとおりである。

① サービス購入型

ＰＦＩ事業を実施する民間事業者が自ら調達した資金により、施設管理者が要

求した施設整備（これに関する企画を含む。以下同じ。）及び維持管理・運営

（これに関する企画を含む。以下同じ。）の一体的なサービス又は一部のサービ

スを施設管理者に提供し、施設管理者から支払われるサービスの提供に対する対
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価（以下「サービス対価」という。）により、ＰＦＩ事業に係る事業費を回収す

る方式

② 独立採算型

ＰＦＩ事業を実施する民間事業者が自ら調達した資金により、施設管理者が要

求した施設整備及び維持管理・運営の一体的なサービス又は一部のサービスを施

設管理者に提供し、公共施設等の利用者から支払われる利用料金のみにより、Ｐ

ＦＩ事業に係る事業費を回収する方式

なお、公共施設等運営事業は、独立採算型に含まれる。

ウ ＰＦＩ事業の一般的な枠組み

ＰＦＩ事業を実施する民間事業者を選定する公募に民間事業者が応募するに当た

っては、複数の民間事業者により法人格のない共同企業体（コンソーシアム）を組

成して、当該共同企業体としての事業内容の提案等を行うことが一般的である。そ

して、当該提案等の評価によりＰＦＩ事業を実施する者として選定された共同企業

体を構成する企業等（以下「構成企業」という。）が出資するなどして設立された

ＳＰＣ（Special Purpose Company）や構成企業のうち代表する企業等（以下、Ｓ
(注5)

ＰＣと構成企業のうち代表する企業等を合わせて「ＳＰＣ等」という。）と施設管

理者が契約を締結し、ＰＦＩ事業が実施されている。

サービス購入型のＰＦＩ事業の一般的な枠組みを示すと、おおむね次のとおりと

なっている（図表1参照）。

① 施設管理者とＳＰＣ等は、ＳＰＣ等が提供すべきサービスの水準（以下「業務

要求水準」という。）、サービス対価等を定めたＰＦＩ事業の実施に係る契約

（以下「事業契約」という。）を締結する。

② ＳＰＣ等は、ＰＦＩ事業を行うための資金を金融機関等からプロジェクト・フ

ァイナンスにより自ら調達する。
(注6)

③ 施設管理者と②の金融機関等は、ＳＰＣ等によるＰＦＩ事業の実施が困難とな

った場合等に、金融機関等が必要に応じて当該ＰＦＩ事業に対する一定の介入を

行うことなどを可能とするための必要事項を規定した「直接協定」を締結する。

④ ＳＰＣ等は、②の資金により、構成企業である建設会社、維持管理会社、運営

会社等とそれぞれ契約を締結して施設整備及び維持管理・運営を行い、公共施設

等の利用者（施設管理者を含む。）に対してサービスの提供を行う。
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⑤ 施設管理者は、ＳＰＣ等から提供されたサービスの水準（以下「サービス水

準」という。）が、業務要求水準を満たしていることなどの監視（以下「モニタ

リング」という。）を行い、サービス対価をＳＰＣ等に支払う。

（注5） ＳＰＣ ＰＦＩ事業を実施するために設立される特別目的会社。ＰＦ
Ｉ事業以外の事業の不振が原因で、ＰＦＩ事業により提供されるサ
ービスの水準が低下したり、サービスの提供が中断したりすること
を避けるために設立される。

（注6） プロジェクト・ファイナンス 特定の事業（プロジェクト）に対する
融資であって、当該融資に係る利払い及び返済の原資を、原則とし
て当該事業から生み出される収益に限定し、当該融資の担保を当該
事業の資産に依存して行う金融手法

図表1 サービス購入型のＰＦＩ事業の一般的な枠組み

エ 基本方針及びＰＦＩ事業に関するガイドラインの概要

ＰＦＩ事業については、前記のとおり、政府が特定事業の実施に関する基本的な

方針を定めなければならないこととなっており、政府は、「民間資金等の活用によ

る公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針」（平成30年10月閣議

決定。以下「基本方針」という。）において、国及び地方の財政は非常に厳しい状

況にあり、ＰＦＩ事業は、真に必要な公共施設等の整備等と財政健全化の両立を図

る上で重要な役割を果たすものであるとして、ＰＦＩ事業の選定やＰＦＩ事業を実

施する民間事業者の選定等に関する基本的な事項を定めている。そして、施設管理

者は、基本方針にのっとり、実施方針を定めて公表している。

また、民間資金等活用事業推進委員会により、国がＰＦＩ事業を実施する場合の
(注7)

実務上の指針として、平成30年度末現在で六つのガイドラインが作成されている。
(注8)

建設会社 維持管理会社 運営会社

施設管理者

ＳＰＣ等金融機関等
公共施設等の利用者

(施設管理者を含む。)

② プロジェクト・

ファイナンス ④ サービスの提供

① 事業契約 ⑤ モニタリング及び

サービス対価の支払

③ 直接協定

（構成企業）

（共同企業体）

元利金支払

施設整備 維持管理 運営

出資

（構成企業） （構成企業）

④ 各種契約
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当該ガイドラインにおいては、ＰＦＩ事業の実施方法等がより具体的に示されてお

り、各ガイドラインに沿ってＰＦＩ事業を行うことが望ましいとなっている一方、

各府省等がＰＦＩ事業を円滑に実施するために、ＰＦＩ法や基本方針にのっとった

上で状況に応じて工夫を行い、各ガイドラインに示したもの以外の方法等によって

ＰＦＩ事業を実施することを妨げるものではないなどとなっている。

そして、「ＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン」（以下「プロセスガ

イドライン」という。）によると、実施方針の公表後の施設管理者における実施プ

ロセスは、おおむね図表2のとおりとなっている。

（注7） 民間資金等活用事業推進委員会 ＰＦＩ法に基づき、実施方針の策定
状況、ＰＦＩ事業の選定状況等について調査審議を行うために内閣
府に設置された学識経験者から成る組織

（注8） 六つのガイドライン 「ＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライ
ン」「ＰＦＩ事業におけるリスク分担等に関するガイドライン」
「ＶＦＭ（Value For Money）に関するガイドライン」「契約に関す
るガイドライン」「モニタリングに関するガイドライン」及び「公
共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライン」

図表2 実施方針の公表後の施設管理者における実施プロセス

客観的な評価によりＰＦＩ事業の選定を行うと
ともに、当該評価の内容（公的財政負担の縮減
額の見込みなど）及び選定結果の公表を行う。

客観的な評価基準を設けた上で公募の方法等に
よりＰＦＩ事業を実施する民間事業者の選定を

画行うとともに、選定した民間事業者の事業計
に基づく公的財政負担の縮減額の見込みや選定
結果等の公表を行う。また、ＳＰＣ等と事業契
約を締結し、その内容の公表を行う。

ＳＰＣ等によるＰＦＩ事業の実施状況について
モニタリングを行い、業務要求水準を満たして
いないなどの場合は、改善勧告等を行う。

さらに、基本方針、各ガイドライン等によると、ＰＦＩ事業の選定、ＰＦＩ事業

を実施する民間事業者の選定、モニタリングの実施等の具体的な方法は、次のとお

りとなっている。

(ｱ) ＰＦＩ事業の選定方法

基本方針によれば、ＰＦＩ事業の選定に当たっては、ＰＦＩ事業として実施す

ることにより、公共施設等の整備等が効率的かつ効果的に実施できることを基準

事業の選定等ＰＦＩ

ＰＦＩ事業を実施する

民間事業者の選定等

モニタリングの実施等
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とすることとされている。具体的には、公共サービスが同一の水準にある場合に

おいて事業期間全体を通じた公的財政負担の縮減を期待することができることな

どを選定の基準とすることとされていて、公的財政負担の見込額の算定に当たっ

ては、将来の費用と見込まれる公的財政負担の総額を現在価値に換算することに

より評価することとされている。

そして、「ＶＦＭ（Value For Money）に関するガイドライン」（以下「ＶＦＭ

ガイドライン」という。）及び「公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関

するガイドライン」（以下「公共施設等運営事業ガイドライン」という。）にお

いて、更に具体的な評価方法が示されており、サービス購入型及び独立採算型そ

れぞれの評価方法をみると、おおむね次のとおりとなっている。

ａ サービス購入型のＰＦＩ事業に係る評価方法

ＶＦＭガイドラインによれば、ＰＦＩ事業としての実施を検討するに当たっ

ては、ＶＦＭの有無についての確認（以下「ＶＦＭ評価」という。）を行うこ
(注9)

とが基本となるとされている。ＰＦＩ事業の選定の段階においては、ＳＰＣ等

の計画が明らかになっていないことから、業務要求水準を同一に設定した上、
(注10)

国、地方公共団体等が自ら実施する場合（以下「従来方式」という。）の事業

期間全体を通じた公的財政負担の見込額の現在価値である「ＰＳＣ（Public S

ector Comparator）」と、ＰＦＩ事業として実施する場合（以下「ＰＦＩ方

式」という。）の事業期間全体を通じた公的財政負担の見込額の現在価値であ

る「ＰＦＩ事業のＬＣＣ（Life Cycle Cost）」をそれぞれ算定し、両者を比較

することが基本となるとされている。

そして、ＰＦＩ事業のＬＣＣがＰＳＣを下回る場合に、ＰＦＩ方式の側にＶ

ＦＭがあることになり、前記の基準を満たすとされていて、サービス購入型の

ＰＦＩ事業については、事業が全て公的財政負担によって実施されていること

から、ＰＳＣとＰＦＩ事業のＬＣＣとの比較によってＶＦＭ評価を行うことが

できるとされている。

また、ＶＦＭ評価に当たっては、図表3のとおり、従来方式及びＰＦＩ方式そ

れぞれの公的財政負担の見込額を算定する必要があり、前者については、従来

方式において採用すると想定される事業形態に基づき経費を積算することとさ

れている。一方、後者については、施設整備及び維持管理・運営を一元的に推
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進する事業を想定して、これらに係る経費を推定して積算することとされてお

り、当該積算に当たっては、ＶＦＭ評価に関する助言を受けるなどのための契

約（以下「アドバイザリー契約」という。）を締結したコンサルタント会社等

の活用、類似事業に関する実態調査及び市場調査を行うなどして、算出根拠を

明確にすることなどとされている。

さらに、ＰＳＣ及びＰＦＩ事業のＬＣＣは、民間事業者からの税収その他の

収入が現実にあると見込まれる場合のそれらの収入の額を減ずるなどの適切な

調整（以下、このような調整を「適切な調整」という。）を行った上で割引率
(注11)

により現在価値にそれぞれ換算して算出することとされている。そして、当該

割引率については、リスクフリーレートを用いることが適当であるとされ、例
(注12)

えば、長期国債利回りの過去の平均や長期的見通しなどを用いる方法があると

されている。

（注9） ＶＦＭ Value For Moneyの略称。ＶＦＭガイドラインによれば、一般
に、支払に対して最も価値の高いサービスを供給するという考え方
であり、同一の目的を有する二つの事業を比較する場合、支払に対
して価値の高いサービスを供給する方を他に対して「ＶＦＭがあ
る」といい、残りの一方を他に対して「ＶＦＭがない」というとさ
れている。

（注10） 業務要求水準を同一に設定した上 業務要求水準を同一に設定するこ
となく評価する場合、期待できるサービスの水準の向上が何らかの
方法によりＰＳＣやＰＦＩ事業のＬＣＣと同一の尺度で定量化でき
ることが前提条件となるとされている。

（注11） 割引率 将来の金銭価値を現在の金銭価値に換算するに当たって用い
る換算率

（注12） リスクフリーレート 運用リスクがない資産から得られるであろう利
回り
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図表3 サービス購入型のＰＦＩ事業に係るＶＦＭの概念図

注(1) 現在価値への換算に当たっては、従来方式及びＰＦＩ方式共に同一の割引率を用いること
となっている（3(2)ア(ｱ)ａ参照）。

注(2) アドバイザリー費用は、アドバイザリー契約に係る費用をいう（以下、本報告書において
同じ。）。

ｂ 独立採算型のＰＦＩ事業に係る評価方法

独立採算型のＰＦＩ事業については、公的財政負担が発生しないことから、

サービス購入型と同様の公的財政負担の縮減等を選定の基準とするＶＦＭ評価

を行うことができない。ＶＦＭガイドラインによれば、独立採算型のＰＦＩ事

業についても、ＰＦＩ事業として実施することにより効率的かつ効果的に実施

できるかという評価を行うこととされているものの、その具体的な方法は示さ

れていない。

また、独立採算型のＰＦＩ事業のうち公共施設等運営事業については、公共

施設等運営事業ガイドラインによれば、収入がより多く、公共施設等がより有

効に活用されているかどうかなどを、従来方式による事業と比較検証するため

に、定量的評価を行うことが望ましいとされている。そして、定量的評価を行

うに当たっては、従来方式による事業の事業期間中に得られる利益を現在価値

に換算したものと、公共施設等運営権が設定されたＳＰＣ等（以下「運営権

者」という。）が支払う運営権対価との比較による評価が考えられるとされて
(注13)

いる。また、ＶＦＭに係る定量的評価の方法も示されており、ＶＦＭ評価を行

うに当たっては、図表4のとおり、従来方式における施設管理者の純現在価値
(注14)

であるＮＰＶ（Net Present Value）とＰＦＩ方式における運営権者の純現在価

従来方式 ＰＦＩ方式

公的財政負担
の見込額

公的財政負担
の見込額（適
切な調整後）

現在価値 現在価値 公的財政負担
の見込額（適
切な調整後）

公的財政負担
の見込額

割賦手数料
等

施設整備費   

アドバイザリー
費用

維持管理
・運営費

適切な調整

ＰＳＣ
ＰＦＩ事業の
ＬＣＣ

　維持管理
　・運営費

  施設整備費

適切な調整

事

業

費
事

業

費

ＰＦＩ事業の

ＬＣＣがＰＳ

Ｃを下回って

いればＰＦＩ

方式の側にＶ

ＦＭがある
割引率による

換算

割引率による

換算
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値であるＮＰＶ’をそれぞれ算定し、ＮＰＶ’からＮＰＶを差し引いた数値が

プラスであるか否かをもってＶＦＭの有無を判断することが望ましいとされて

いる。

なお、公共施設等運営事業ガイドラインによれば、ＰＦＩ事業の選定時にお

いて、事業内容の詳細が定まっておらず、定量的評価が困難な場合は、定性的

評価でも差し支えないとされている。

（注13） 運営権対価 施設管理者が運営権者に公共施設等運営権を設定するに
当たり、その対価として、あらかじめ事業契約において施設管理者
と運営権者との間で定めた金額

（注14） 純現在価値 収入と支出とのキャッシュフローの差分を現在価値化し
たもの

図表4 公共施設等運営事業に係るＶＦＭの概念図

(ｲ) ＰＦＩ事業を実施する民間事業者の選定方法

基本方針によれば、ＰＦＩ事業を実施する民間事業者の選定に当たっては、競

争性を担保しつつ、手続の透明性を確保した上で実施するよう留意することとさ

れており、募集に当たっては、当該民間事業者の創意工夫が極力発揮されるよう

に、業務要求水準を必要な限度で示すことを基本とし、建築物等の具体的な仕様

の特定については必要最小限にとどめることとされている。

従来方式 ＰＦＩ方式

純現在価値 純現在価値

割引率α → 施設管理者が負っているリスクを加味した割引率

（対象事業の類似事業や海外での同種事例から算出するのが望ましいとされている。）

割引率β → 運営権者が負うリスクを加味した割引率

（対象事業の類似事業や海外での同種事例に加えて、民間事業者から意見を聴取して

　算出するのが望ましいとされている。）

収入

支出

ＮＰＶ’

ＮＰＶ

支出

収入

見通される

キャッシュ

フロー

見通される

キャッシュ

フロー

割引率αによ

る換算

割引率βによ

る換算

ＮＰＶ’がＮ

ＰＶを上回っ

ていればＰＦ

Ｉ方式の側に

ＶＦＭがある
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ＶＦＭガイドラインによれば、サービス購入型のＰＦＩ事業については、ＰＦ

Ｉ事業を実施する民間事業者の選定時においても、選定する民間事業者の事業計

画についてＶＦＭがあることを確認するとともに、ＶＦＭ評価における前提条件

等のレビューを通じて、考え方の適切さを検証することが適当であるとされてい

る。そして、この確認及び検証を行うに当たっては、ＰＳＣについては、原則と

して、ＰＦＩ事業の選定時において算定したものを使用することとされている。

また、公共施設等運営事業ガイドラインによれば、公共施設等運営事業につい

ても、定量的評価を行うことが望ましいとされている。

そして、プロセスガイドラインによれば、いずれの応募者も公的財政負担の縮

減等の達成が見込めないなどの理由により、当該事業をＰＦＩ事業として実施す

ることが適当でないと判断された場合は、ＰＦＩ事業を実施する民間事業者を選

定せず、当該ＰＦＩ事業の選定を取り消すことが必要であるとされている。

(ｳ) モニタリングの実施方法等

基本方針によれば、施設管理者は、ＳＰＣ等に対する関与を必要最小限のもの

にすることに配慮しつつ、適正なサービスの提供を担保するために、モニタリン

グを行うことができること、ＳＰＣ等から定期的に実施状況報告の提出を求める

ことができること、ＳＰＣ等から公認会計士等による監査を経た財務状況につい

ての報告書の提出を定期的に求めることができることなどについて、事業契約で

合意しておくこととされている。

また、「モニタリングに関するガイドライン」（以下「モニタリングガイドラ

イン」という。）によれば、モニタリングは、ＳＰＣ等により、適正かつ確実な

サービスの提供が行われているか否かを確認する重要な手段であり、施設管理者

の責任において、サービス水準を監視する行為であるなどとされている。そして、

モニタリングの結果を適切に評価することなどにより、ＳＰＣ等の業務意欲を向

上させる動機付けにもなるとされており、維持管理・運営段階におけるサービス

水準の確保や事業の継続性を担保する仕組みを構築することが重要であるとされ

ている。

さらに、モニタリングガイドラインにおいては、モニタリングの実施方法や、

サービス水準が業務要求水準を満たしていないなど適正なサービスの提供がなさ

れない状況（以下「債務不履行」という。）が発生した場合の対応方法が具体的
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に示されており、その内容はおおむね次のとおりとなっている。

ａ モニタリングの実施方法

モニタリングガイドラインによれば、施設管理者は、モニタリングに関して、

その対象、実施者、手法等を明確にして、サービス水準が業務要求水準を満た

しているかなどについて、ＳＰＣ等から施設管理者へ提出された業務報告書等

により確認することとされている。

また、施設管理者は、業務要求水準に対するサービス水準の確保や事業継続

性を担保するために、ＳＰＣ等が安定的及び継続的にサービスの提供が可能な

財政状況にあることを確認する必要があるとされており、具体的には、ＳＰＣ

等から提出される監査済みの財務諸表について、ＰＦＩ事業の健全な運営を阻

害するおそれのある事象あるいは原因がないか確認することとされている。そ

して、ＰＦＩ事業の実施に重大な悪影響を与えるおそれのある事態が発生した

場合には、ＳＰＣ等に対して追加の財務資料の提出、特定の事項についての報

告、事態の説明を求め、あるいは必要に応じて専門家による調査等を実施する

こととされている。

ｂ 債務不履行が発生した場合の対応方法

モニタリングガイドラインによれば、債務不履行が発生した場合、その状況

を改善し、債務の履行の確保を図ることが必要であるとされており、この場合、

債務の履行を促すためにサービス対価の支払を留保あるいは減額するなどの経

済的な動機付けは効果的な手法の一つであると考えられるなどとされている。

また、ＰＦＩ事業の目的は適正な水準のサービスを継続的に提供することにあ

ることから、契約解除は、最終的な手段であるとされている。

そして、サービス購入型のＰＦＩ事業において債務不履行が発生した場合の

対応方法として、債務不履行の状況に応じて減額ポイントを付与し、一定以上

のポイント数に達した場合等にサービス対価を減額するなどの経済的な動機付

けの仕組みにより、サービス水準の維持や向上を図る手法も考えられるとされ

ている。

一方、独立採算型のＰＦＩ事業については、施設管理者からＳＰＣ等へのサ

ービス対価の支払がないため、サービス対価の減額等の経済的なペナルティを

課すことができないが、ＳＰＣ等から金銭を徴収することにより当該ペナルテ
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ィと同じ効果を得る手法も考えられるとされている。

オ ＰＦＩ事業の事業期間終了に伴う評価の実施

基本方針、各ガイドライン等において、ＰＦＩ事業の事業期間終了後に、当該Ｐ

ＦＩ事業の事業期間終了に伴う評価を行うことなどについては、特段定められてい

ない。

なお、民間資金等活用事業推進委員会では、ＰＦＩ事業における課題や反省点を

明らかにし、今後の事業方式の選定や事業内容の改善にいかすことが必要不可欠で

あるなどとして、ＰＦＩ事業の事業期間終了に伴う評価の在り方についての検討を

進めている。そして、令和3年3月には、同委員会の下に設置されている事業推進部

会において、会議資料の一つとして「ＰＦＩ事業における事後評価等マニュアル

（案）」が示されており、この中で、必要な情報の項目や収集頻度等を事業開始前

に定めること、モニタリングを通じて適切な情報を適切な頻度で収集すること、事

業目的に照らした重要業績評価指標（ＫＰＩ）を設定しておくことなどについて言

及されている。

(2) 過去の会計検査の状況

会計検査院は、従来、国が実施するＰＦＩ事業について検査を行っており、平成22

年度決算検査報告においては、府省等横断的な検査を行い「ＰＦＩ事業の実施状況に

ついて」を特定検査対象に関する検査状況として掲記し、ＰＦＩ事業として選定する

段階において行うＶＦＭ評価に当たり、事業期間全体を通じた公的財政負担額の割引

現在価値を算出する際に用いる割引率の設定の考え方や計算方法等について、施設管

理者により差異が見受けられたものの、この状況が合理的なものであるか確認できな

かったことなどを記述している。

2 検査の観点、着眼点、対象及び方法

(1) 検査の観点及び着眼点

我が国では、平成30年度までに6次にわたるＰＦＩ法の改正が行われ、施設管理者が

ＰＦＩ事業を実施する民間事業者に公共施設等運営権を設定することができるように

したり、ＰＦＩ事業の対象とする公共施設等を追加したりすることなどにより、ＰＦ

Ｉ事業の推進が図られてきているところである。また、基本方針によれば、国及び地

方の財政は非常に厳しい状況にあり、ＰＦＩ事業は、真に必要な公共施設等の整備等

と財政健全化の両立を図る上で重要な役割を果たすものであるとされている。さらに、
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アクションプランによれば、特に、公共施設等運営事業を活用することが重要である

とされ、集中的に取組を強化するなどして、25年度から令和4年度までの10年間で国、

地方公共団体等において21兆円の事業規模の達成を目指すとされているように、今後

もＰＦＩ事業が実施されていくことが見込まれている。

上記のとおり、我が国においては、厳しい財政状況の中で、様々な制度改正を行い

ながらＰＦＩ事業の推進が図られており、今後のＰＦＩ事業の実施に資するために、

これまで実施してきたＰＦＩ事業によってどのような効果がもたらされたかについて

評価を行うことは重要であると考えられる。

そこで、会計検査院は、合規性、経済性、効率性、有効性等の観点から、次のよう

な点に着眼して検査を実施した。

ア 国が実施しているＰＦＩ事業の類型別の事業数及び契約金額はどのような状況と

なっているか。

イ ＰＦＩ事業の選定時及び民間事業者の選定時に適切に評価が実施されているか。

ウ モニタリングが適切に実施され、債務不履行に対する対応が的確に行われている

か。

エ ＰＦＩ事業の事業期間終了に伴う評価の実施状況、ＰＦＩ事業として実施したこ

とによる効果の発現状況等はどのようになっているか。

(2) 検査の対象及び方法

平成14年度から30年度までの間に11府省等（外局、地方支分部局等を含む。以下同
(注15)

じ。）において事業契約が締結されたＰＦＩ事業計76事業（事業契約の締結後に契約

解除されたＰＦＩ事業3事業を除き、30年度末現在で終了しているＰＦＩ事業29事業を

含む。30年度末契約金額計1兆3504億余円。別図表1参照）を対象として、上記の11府

省等において、ＰＦＩ事業の実施状況について、事業契約書等の書類を確認するなど

して会計実地検査を行うとともに、ＰＦＩ事業に係る評価等について、関係資料の提

出を受けてその内容を分析するなどの方法により検査した。

（注15） 11府省等 衆議院、参議院、裁判所、会計検査院、内閣府、法務、外
務、財務、文部科学、国土交通、防衛各省

3 検査の状況

(1) 国におけるＰＦＩ事業の実施状況

ア 事業契約の締結状況
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11府省等におけるサービス購入型の事業契約の状況をみると、図表5のとおり、1

4年度から22年度までの各年度の新規の事業契約数は1件（22年度）から13件（20年

度）、年度平均6.1件となっていて、年度末時点において実施されているＰＦＩ事業

に係る事業契約数（以下「年度末事業契約数」という。）は22年度にピークを迎え

て55件となっている。そして、23年度以降、各年度の新規の事業契約数が0件（23年

度及び26年度）から3件（29年度）、年度平均1.2件と22年度以前と比べて減少して

いることに加えて、事業期間が終了した事業契約が増加してきたことにより、30年

度の年度末事業契約数は、22年度のピークから19件少ない36件となっている。

また、各年度末までに締結された事業契約に係る契約金額の累計額に対する各年

度末時点の支払未済額の合計額（以下「年度末未払残高」という。）は、21年度ま

で年度末事業契約数の増加に伴い増加した後、22年度に一旦減少に転じたが、23年

11月のＰＦＩ法の改正によりＰＦＩ事業の対象とする公共施設等の種類が追加され

たことに伴い、契約金額が1000億円を超える人工衛星関連施設の整備等に係る事業

契約が締結されたことにより24年度に再び増加して9045億余円となった。その後、

事業期間が終了した事業契約が増加してきたことなどにより、年度末未払残高は減

少し、30年度には5735億余円となっている。
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図表5 サービス購入型の事業契約の状況（平成14年度～30年度）

(注) 平成22年度までは事業期間が終了した事業契約がないため、14年度から22年度までの年度末
事業契約数は事業契約の累計数と同数となっている。

一方、独立採算型（公共施設等運営事業を除く。）の事業契約の状況をみると、

図表6のとおり、14年度から30年度までの各年度の新規の事業契約数は、多い年度で

2件（18年度）となっており、事業契約が締結されていない年度が11か年度となって

いる。そして、30年度の年度末事業契約数は7件となっている。

また、公共施設等運営事業の事業契約は、27年度に初めて締結されており、30年

度の年度末事業契約数は4件、運営権対価の累計額（収納予定額を含む。）は4532億

余円となっている。
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図表6 独立採算型の事業契約の状況（平成14年度～30年度）

ａ 独立採算型（公共施設等運営事業を除く。）

(注) 独立採算型のＰＦＩ事業は、ＳＰＣ等が公共施設等の利用者から支払われる利用料金のみにより、Ｐ

ＦＩ事業に係る事業費を回収する方式であることから、国からＳＰＣ等に対するサービス対価の支払は

ない。

ｂ 公共施設等運営事業

注(1) 公共施設等運営事業は平成23年のＰＦＩ法の改正により実施することができることとなっている。

注(2) 運営権対価の収納予定額があるのは、ＳＰＣ等が運営権対価を分割して支払うこととなっているな

どの事業契約があるためである。また、平成30年度において運営権対価が急増しているのは、同年度

に運営権対価が4460億円の事業契約が新規に締結されたためである。
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事業契約を締結した府省等別、公共施設等の種類別等の事業契約の状況をみると、

次のとおりとなっている。

(ｱ) 府省等別の事業契約の状況

府省等別に事業契約の状況をみると、図表7のとおり、事業契約数が最も多いの

は、国土交通省（連名契約を含む。）の計37件（全体の計76件の48.6％）、次
(注16)

いで財務省の計24件（同31.5％）となっていて、両省で全体の約8割を占めている。

そして、庁舎計22件のうち19件が国土交通省（連名契約を含む。）、宿舎計25件

のうち24件が財務省となっている。

契約金額が最も多いのは、国土交通省（連名契約を含む。）の計6357億余円

（全体の計1兆3504億余円の47.0％）、次いで法務省の計2523億余円（同18.6％）

となっていて、両省で全体の約6割を占めている。

（注16） 連名契約 国土交通省が、合同庁舎等について衆議院、参議院、裁判
所、会計検査院、内閣府、財務省又は文部科学省と連名で締結して
いる事業契約
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図表7 府省等別の事業契約の状況（平成14年度～30年度）
（単位：件、億円）

注(1) 表中の数字は、上段が事業契約数、下段が契約金額としている。
注(2) 契約金額は、平成30年度末までに締結した変更契約を反映した金額としている。
注(3) 平成19年1月8日以前に内閣府防衛庁が締結した事業契約2件は、「防衛省」に含めている

（以下、本報告書において同じ。）。
注(4) 「国土交通省」には、国土交通省と地方公共団体が連名で締結している事業契約6件を含む。

(ｲ) 公共施設等の種類別等の事業契約の状況

公共施設等の種類別に事業契約の状況をみると、図表8のとおり、事業契約数が

最も多いのは、宿舎の計25件（公共施設等の種類別の計76件の32.8％）、次いで

庁舎の計22件（同28.9％）となっていて、この2種類で全体の約6割を占めており、

これらの事業類型は全てサービス購入型となっている。

契約金額が最も多いのは、庁舎の計5512億余円（公共施設等の種類別の計1兆3

504億余円の40.8％）、次いで人工衛星の計2599億余円（同19.2％）、更生保護施

設の計2523億余円（同18.6％）、宿舎の計1616億余円（同11.9％）の順となって

いて、これら4種類で全体の約9割を占めている。

また、事業類型別に事業契約の状況をみると、サービス購入型が計65件（事業

類型別の計76件の85.5％）、独立採算型が計11件（同14.4％）となっていて、独

立採算型のうち4件（同5.2％）が公共施設等運営事業となっている。
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図表8 公共施設等の種類別等の事業契約の状況（平成14年度～30年度）

（単位：件、億円）

注(1) 表中の数字は、上段が事業契約数、下段が契約金額としている。
注(2) 契約金額は、平成30年度末までに締結した変更契約を反映した金額としている。
注(3) 「公園」「庁舎」及び「教育文化施設」には、国土交通省と地方公共団体が連名で締結して

いる事業契約計6件を含む。

イ 事業期間が終了した事業契約の状況等

30年度末現在で事業期間が終了した事業契約は、図表9のとおり、29件、契約金額

計1734億余円となっており、これらの事業類型は全てサービス購入型となっている。

これらについて、公共施設等の種類別にみると、事業契約数及び契約金額共に最も

多いのは、宿舎の計24件（公共施設等の種類別の計29件の82.7％）、契約金額計15

39億余円（公共施設等の種類別の計1734億余円の88.7％）となっている。

また、府省等別にみると、事業契約数及び契約金額共に最も多いのは、財務省の

計23件（同79.3％）、契約金額計1497億余円（同86.3％）となっている。

そして、前記29件のうち、国土交通省と地方公共団体との連名で実施しているＰ

ＦＩ事業において、事業期間中に引き続き、事業期間終了後の維持管理・運営業務

構成比 構成比
うち公共
施設等運
営事業

構成比

2 3.0% 0 0.0% 0 2 2.6% 

(33) (0.2%) (-) (-) (-) (33) (0.2%)

1 1.5% 5      45.4% 3      6 7.8% 

(709) (5.2%) (-) (-) (-) (709) (5.2%)

1 1.5% 3 27.2% 0 4 5.2% 

(23) (0.1%) (-) (-) (-) (23) (0.1%)

22 33.8% 0 0.0% 0 22 28.9% 

(5512) (40.8%) (-) (-) (-) (5512) (40.8%)

25 38.4% 0 0.0% 0 25 32.8% 

(1616) (11.9%) (-) (-) (-) (1616) (11.9%)

5 7.6% 1 9.0% 1 6 7.8% 

(243) (1.8%) (-) (-) (-) (243) (1.8%)

5 7.6% 0 0.0% 0 5 6.5% 

(2523) (18.6%) (-) (-) (-) (2523) (18.6%)

0 0.0% 2 18.1% 0 2 2.6% 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

1 1.5% 0 0.0% 0 1 1.3% 

(242) (1.7%) (-) (-) (-) (242) (1.7%)

3 4.6% 0 0.0% 0 3 3.9% 

(2599) (19.2%) (-) (-) (-) (2599) (19.2%)

65 100% 11 100% 4 76 100% 

(1兆3504) (100%) (-) (-) (-) (1兆3504) (100%)

事業契約
数の構成
比

85.5% 14.4% 5.2% 100% 

計

船舶 防衛省

人工衛星 内閣府、国土交通省、防衛省

教育文化施設
法務省、国土交通省（連名契約

を含む。）、防衛省

更生保護施設 法務省

駐車場 国土交通省

公園 国土交通省

庁舎
衆議院、裁判所、外務省、国土
交通省（連名契約を含む。）

宿舎 財務省、防衛省

　　　 事業類型

公共施設
等の種類

府省等名

道路 国土交通省

空港 国土交通省

サービス購入型 独立採算型 計
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を地方公共団体が行うこととなっていた1件を除く28件について、事業期間終了後の

国における維持管理・運営業務の実施状況をみると、公共施設等の改修とともに維

持管理・運営業務を引き続きＰＦＩ方式により行っているのは1件、従来方式により

維持管理・運営業務のみを行っているのは27件となっている。当該27件について、

事業期間終了後、維持管理・運営業務を従来方式により行っている理由を各府省等

に確認したところ、ＰＦＩ事業の事業期間終了に伴う評価を行っているわけではな

いが、仮に公共施設等の整備等を伴わない維持管理・運営業務のみをＰＦＩ方式に

より行ったとしても、ＰＦＩ方式の側にＶＦＭが生じないと考えられるためなどと

していた。

図表9 事業期間が終了した事業契約の状況（平成30年度末現在）

（単位：件、億円）

注(1) 表中の数字は、上段が事業契約数、下段が契約金額としている。
注(2) 契約金額は、平成30年度末までに締結した変更契約を反映した金額としている。

(2) ＰＦＩ事業に係る評価の実施状況

ア サービス購入型のＰＦＩ事業に係る評価の実施状況

(ｱ) ＰＦＩ事業の選定時における評価の実施状況

ａ ＰＦＩ事業選定時ＶＦＭの算定方法等

前記のとおり、ＶＦＭガイドラインによれば、サービス購入型のＰＦＩ事業

については、ＰＳＣとＰＦＩ事業のＬＣＣとの比較によってＶＦＭ評価を行う

ことができるとされており、各府省等は、アドバイザリー契約により、コンサ

庁舎 宿舎
教育文化
施設

構成比

1 1 0 0 0 1 3.4% 

(27) (27) (-) (-) (-) (27) (1.5%)

23 0 23 0 0 23 79.3% 

(1497) (-) (1497) (-) (-) (1497) (86.3%)

3 2 0 1 0 3 10.3% 

(137) (110) (-) (26) (-) (137) (7.9%)

2 1 0 1 0 2 6.8% 

(125) (98) (-) (26) (-) (125) (7.2%)

2 0 1 1 0 2 6.8% 

(71) (-) (41) (30) (-) (71) (4.1%)

29 3 24 2 0 29 100% 

(1734) (138) (1539) (57) (-) (1734) (100%)

100% 10.3% 82.7% 6.8% 0 100% 

(100%) (7.9%) (88.7%) (3.2%) (-) (100%)

　 　   公共施設等
　　　　  の種類等

府省等名

サービス購入型

独立採算型 計

計

構成比

裁判所

財務省

国土交通省

うち連名
契約

防衛省
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ルタント会社等から助言を受けるなどして、おおむね次のとおり、ＰＦＩ事業

の選定時におけるＶＦＭ評価を行っていた（図表10参照）。

① ＰＳＣの算定

従来方式の施設整備費及び維持管理・運営費をそれぞれ積算して従来方式

の公的財政負担の見込額を算定し、これに適切な調整を行った上で一定の割

引率を用いて現在価値に換算してＰＳＣを算定する。

② ＰＦＩ事業のＬＣＣの算定

ＰＦＩ方式の施設整備費及び維持管理・運営費をそれぞれ推定して積み上

げるなどして算定したＰＦＩ方式の事業費の額に、従来方式では発生しない

割賦手数料等の費用及びアドバイザリー費用を加算してＰＦＩ方式の公的財

政負担の見込額を算定し、これに適切な調整を行った上で①と同一の割引率

を用いて現在価値に換算してＰＦＩ事業のＬＣＣを算定する。

③ ＰＦＩ事業選定時ＶＦＭの算定等

①のＰＳＣと②のＰＦＩ事業のＬＣＣとの差額のＰＳＣに対する率等（以

下「ＰＦＩ事業選定時ＶＦＭ」という。）を算定し、ＶＦＭ評価を行う。

なお、施設整備費については、従来方式では、契約の締結後から施設整備の

終了時期までの数年間に支払われる一方、ＰＦＩ方式では、施設整備の終了時

期から事業契約が終了するまでの10か年程度から30か年までの期間において支

払われることから、①及び②の現在価値への換算による割引額は、通常、図表

10のように、従来方式よりもＰＦＩ方式の方が大きくなる。
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図表10 ＰＦＩ事業の選定時におけるＶＦＭの評価方法（サービス購入型）

注 一部のＰＦＩ事業では、ＰＳＣとＰＦＩ事業のＬＣＣとの差額がＰＦＩ事業選定時ＶＦＭと( )
されている。

また、サービス購入型の65事業について、ＰＦＩ事業選定時ＶＦＭの算定状

況をみると、図表11のとおり、最小のものは1％、最大のものは15.16％、平均

で5％となっていた。

①ＰＳＣの算定 ②ＰＦＩ事業のＬＣＣの算定

従来方式の
公的財政負
担の見込額
（適切な調
整後）

現在価値 現在価値 ＰＦＩ方式
の公的財政
負担の見込
額（適切な
調整後）

ＰＦＩ方式
の公的財政
負担の見込
額

適切な調整

適切な調整

アドバイザ
リー費用

従来方式の
公的財政負
担の見込額

 

維持管理
・運営費

施設整備費施設整備費

ＰＳＣ

ＰＦＩ事業
のＬＣＣ維持管理

・運営費

割引率による換算
割引率による換算

縮
割賦手数料

等

③ＰＦＩ事業選定時ＶＦＭの算定

ＶＦＭ（％）＝ ×100
ＰＳＣ－ＰＦＩ事業のＬＣＣ

ＰＳＣ
ＰＦＩ事業選定時ＶＦＭ

割引額

割引額

ＰＦＩ事業

のＬＣＣ

差額
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図表11 ＰＦＩ事業選定時ＶＦＭの算定状況（サービス購入型の65事業）

(注) ＰＳＣとＰＦＩ事業のＬＣＣとの差額をＰＦＩ事業選定時ＶＦＭとして公表していたＰＦ
Ｉ事業については、会計検査院において割合に換算している。

ｂ 割引率の設定状況

ＰＳＣ及びＰＦＩ事業のＬＣＣは、前記のとおり、従来方式及びＰＦＩ方式

共に、公的財政負担の見込額に適切な調整を行った上で割引率を用いて算定さ

れていることから、割引率は、ＰＦＩ事業選定時ＶＦＭに大きな影響を与える

主要な計算要素の一つとなっている。そして、ＶＦＭガイドラインによれば、

割引率については、リスクフリーレートを用いることが適当であるとされ、長

期国債利回りの過去の平均値等を用いる方法があるとされているものの、その

際に用いる長期国債利回りの期間等は具体的に示されていない。

そこで、サービス購入型の65事業について、ＰＦＩ事業の選定時期別及び府

省等別に、割引率の設定状況をみると、次のとおりとなっていた（別図表2参

照）。

① ＰＦＩ事業の選定時期別の割引率の設定状況

ＰＦＩ事業の選定時期別に割引率の設定状況をみると、図表12のとおり、

14年度から27年度までの間は、4％に設定されている事業（35事業）と、10年

国債の応募者平均利回りの年度平均値にほぼ一致する値に設定されている事
(注17)
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業（26事業）に大別されており、28年度以降は、全ての事業（4事業）が2.6

％に設定されていた（4％及び2.6％の設定根拠については、後述②参照）。

（注17） 10年国債の応募者平均利回り 財務省が公表している「国債の入札結
果」のうち、10年債の各回号の平均利回りとしている。

図表12 ＰＦＩ事業の選定時期別の割引率の設定状況（サービス購入型の65事業）

(注) 「10年国債の応募者平均利回りの年度平均値」は、財務省が公表している「国債の入札結
果」における「10年債」の「平均利回り」を使用して、各年度における平均値を算出してい
る。

② 府省等別の割引率の設定状況

府省等別に割引率の設定状況をみると、図表13のとおりとなっており、

「公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針」（平成16年2月国土交通

省）等（以下「技術指針」という。）において昭和58年から平成14年までの

間の10年国債の利回りを基に算定された平均値を参考値として設定されてい

る社会的割引率4％を主な設定根拠として、割引率を4％に設定したとしてい
(注18)

たものは、衆議院及び財務省を除く6府省等における計34事業（サービス購入

型の65事業の52.3％）となっていた。このうち23事業は国土交通省（連名契

約を含む。）が行っており、国土交通省は、技術指針を主な設定根拠とした
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理由について、内閣府が公表した「ＶＦＭ（Value For Money）に関するガイ

ドライン（平成13年7月27日）の一部改定及びその解説」（平成19年6月）に

よれば、ＶＦＭガイドラインで例示されている割引率の設定方法は技術指針

で設定された社会的割引率に近い考え方を踏まえているとも言えるなどとさ

れているためとしている。そして、技術指針によれば、費用便益分析等（以

下「費用便益分析」という。）で用いる社会的割引率は当面4％とするとされ

ていることなどから、これに基づくなどして設定したとしていた。

また、10年国債の応募者平均利回りの平均値等（以下「国債平均値」とい

う。）を主な設定根拠として、割引率を0.746％から4％までの間に設定した

としていたものは、衆議院、財務省及び防衛省における計27事業（同41.5

％）となっており、このうち24事業は財務省が行っていた。

さらに、内閣府が28年3月に定めた「ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先的検討規

程策定の手引」（以下「策定の手引」という。）において示されていた割引
(注19)

率2.6％を主な設定根拠として、割引率を2.6％に設定したとしていたものは、

28年度（1事業）、29年度（2事業）及び30年度（1事業）にＰＦＩ事業の選定

が行われた国土交通省における4事業（同6.1％）となっていた。策定の手引

の2.6％は、25、26両年度に、主に地方公共団体において実施方針が公表され

たＰＦＩ事業のうちＶＦＭ評価が公表されていたものの割引率の平均値であ

るが、内閣府によれば、当該2.6％は参考として示しているものであって、画

一的に適用することを求めたものではないとしている。そして、上記4事業の

うち28年度に選定された1事業に係るアドバイザリー報告書等をみると、10年

度から日本銀行において量的・質的金融緩和が導入される前の24年度頃まで

の期間における10年国債等の実質利回りが2.6％と近似する値となっているこ

と、また、10年、15年及び20年国債の実質利回りの過去30年間（昭和61年度

から平成27年度まで）の平均が2.98％となっており、これが2.6％と近似する

値となっていることから、当該2.6％を割引率に設定することについて一定の

妥当性があることが確認できたとされていた。

（注18） 社会的割引率 費用便益分析において、費用や便益を現在（評価時
点）の価値として統一的に評価するために用いられる率

（注19） ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先的検討規程策定の手引 主に人口20万人
以上の地方公共団体において、ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入が適切か
どうかを、自ら公共施設等の整備等を行う従来方式に優先して検討
するための規程を策定するための手引
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図表13 府省等別の割引率の設定状況（サービス購入型の65事業）

（単位：事業）

注(1) 「技術指針」のうち防衛省の3事業は、技術指針のほか前例も勘案した
としている。

注(2) 「国債平均値」は、主にＰＦＩ事業の選定時の直近1年間における国債
平均値であるが、衆議院の4％は、過去30年間における国債平均値等で
ある。また、防衛省の1.49％は、10年国債利回り（公社債店頭売買参
考統計値（平均値））の直近10か月の平均値である。

注(3) 「策定の手引」の4事業は、策定の手引のほか技術指針を踏まえて10年
国債利回りの過去の平均等も参考にしたなどとしている。

注(4) 図表中の（割引率）は、各府省等が設定した値である。

ｃ 割引率が評価結果に与える影響

費用便益分析及びＶＦＭ評価は、いずれも将来の価値について、割引率を用

いて現在価値に換算することにより評価を行うものとなっている。ただし、前

者は、事業によりもたらされる便益と費用との比較により事業投資が社会的に

みて効率的であるかを評価するものとなっている一方、後者は、事業を採択す

ることが決定された後に、前記のとおり、従来方式とＰＦＩ方式により提供さ

れるサービスの水準を同一とし、従来方式における費用とＰＦＩ方式における

費用との比較により、いずれの方式が経済的であるかを評価することが基本と

されており、実際にもそのように評価が行われていることから、実質上、費用

面の比較によりＰＦＩ方式にＶＦＭがあるかどうかを評価するものとなってい

技術指針 国債平均値 策定の手引
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る。

そして、割引率を高率に設定するほど、便益及び費用のいずれもその現在価

値は減少することになるが、その減少の度合いは、それぞれの発生する時期に

より、発生時期までの期間が長いものほど減少の度合いが大きくなる。

割引率の高低が費用便益分析及びＶＦＭ評価の評価結果に対して与える影響

をみると、費用便益分析においては、図表14の算定式のとおり、割引率を用い

て評価指標の一つである費用便益比が算定されることとなっており、割引率を

高率に設定するほど、費用の現在価値の合計額（分母）と便益の現在価値の合

計額（分子）はいずれも減少するが、図表14の算定例のように、施設の供用開

始後、便益が毎年同一に発生する一方、費用の多くが初期に発生するとした場

合、割引率を高率に設定するほど、便益の現在価値（分子）の減少の度合いは、

費用の現在価値（分母）の減少の度合いよりも大きくなり、費用便益比はより

小さく算定される。

一方、ＶＦＭ評価においても、割引率を高率に設定するほど、従来方式及び

ＰＦＩ方式のいずれも、費用の現在価値は小さくなる。そして、従来方式とＰ

ＦＩ方式のいずれの費用の現在価値がより減少するかは、当該費用の発生する

時期に依存するが、通常、従来方式では、施設整備費が事業開始初期の施設整

備期間中に支払われる一方、ＰＦＩ方式では、施設整備費が施設の供用開始か

ら事業契約が終了するまでの長期間にわたり繰り延べて支払われており、この

場合においては、ＰＦＩ方式の方が費用の現在価値の減少の度合いが大きくな

り、ＶＦＭがより大きく算定される。
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図表14 費用便益比の算定式等

（算定式）

（算定例）

以上のように、割引率を高率に設定するほど、費用便益分析においては、投

資の効率性が低く評価され、事業の採択に消極的となる影響を及ぼすことが考

えられるのに対して、ＶＦＭ評価においては、ＶＦＭが大きく算定され、ＰＦ

Ｉ方式の採用に積極的となる影響を及ぼすことが考えられ、割引率の高低が評

価結果に与える影響は両者で異なる可能性がある。そして、ｂ②のとおり、サ

ービス購入型の65事業のうち34事業における割引率の主な設定根拠とされてい

た社会的割引率は、昭和58年から平成14年までの間の10年国債利回りを基に算

定された平均値を参考値として設定されたものである。このため、多くのＰＦ

【算定条件】

・評価期間（事業期間）を15年とする。また、施設の供用開始年度を3年度とする。

・

・

初年度 2 3 14 15 計
費用便益比
（B/C）

便益
（B）

－ － 1,700 1,700 1,700 22,100

費用
（C）

8,000 8,000 300 300 300 19,900

便益
（B）

－ － 1,541 901 858 15,200

費用
（C）

8,000 7,619 272 159 151 18,299

便益
（B）

－ － 1,404 492 447 10,971

費用
（C）

8,000 7,272 247 86 78 17,201

（注）表中の各数値は、費用便益比の算定過程を分かりやすく解説するために数値例として設定した
　　ものであり、実際の数値を表示したものではない。また、表中の金額は現在価値を示している。

施設整備費（初期投資額）を160億円とし、事業開始後2か年度間で各年度同額（80億円）を支払うこと
とする。また、施設整備期間中（初年度及び2年度）、便益は発生しないこととする。

3年度以降の維持管理・運営費は毎年度一定額（3億円）が発生することとする。また、便益も毎年度一
定額（17億円）が発生することとする。

（単位：百万円）
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Ｉ事業に係る割引率は、ＰＦＩ事業の選定時期の金利情勢が十分に反映されて

いなかったと考えられる状況となっていた。

(ｲ) 民間事業者の選定時における評価の実施状況

ａ 事業者選定時ＶＦＭの算定方法等

前記のとおり、サービス購入型のＰＦＩ事業については、ＶＦＭガイドライ

ンによれば、ＰＦＩ事業を実施する民間事業者の選定時においてもＶＦＭがあ

ることを確認するとともに、ＶＦＭ評価における前提条件等のレビューを通じ

て、考え方の適切さを検証することが適当であるとされている。また、プロセ

スガイドラインによれば、いずれの応募者も公的財政負担の縮減等の達成が見

込めないなどの理由により、当該事業をＰＦＩ事業として実施することが適当

でないと判断された場合は、ＰＦＩ事業を実施する民間事業者を選定せず、当

該ＰＦＩ事業の選定を取り消すことが必要であるとされている。

そして、各府省等は、ＰＦＩ事業の選定時と同様にアドバイザリー契約によ

り、コンサルタント会社等から助言を受けるなどして、おおむね次のとおり、

ＰＦＩ事業を実施する民間事業者の選定時におけるＶＦＭ評価を行っていた。

① ＰＳＣの算定

ＰＦＩ事業の選定時又はＰＦＩ事業を実施する民間事業者の選定時に算定

したＰＳＣを用いる。

② ＰＦＩ事業のＬＣＣの算定

ＰＦＩ事業の選定時に用いた割引率又はＰＦＩ事業を実施する民間事業者

の選定時に改めて算定した割引率を用いて、入札価格を現在価値に換算して

ＰＦＩ事業のＬＣＣを算定する。

③ 事業者選定時ＶＦＭの算定等

①のＰＳＣと②のＰＦＩ事業のＬＣＣとの差額のＰＳＣに対する率等（以

下「事業者選定時ＶＦＭ」という。）を算定し、ＶＦＭ評価を行う。

ｂ 事業者選定時ＶＦＭの算定状況

サービス購入型の65事業のうち事業者選定時ＶＦＭの算定結果を確認するこ

とができた60事業について、事業者選定時ＶＦＭの算定状況をみると、図表15

のとおり、最小のものは2.7％、最大のものは37％、平均で17％となっていた。
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図表15 事業者選定時ＶＦＭの算定状況（サービス購入型の60事業）

(注) ＰＳＣとＰＦＩ事業のＬＣＣとの差額を事業者選定時ＶＦＭとして公表していたＰＦＩ事
業については、会計検査院において割合に換算している。

そして、ＰＦＩ事業ごとに、事業者選定時ＶＦＭとＰＦＩ事業選定時ＶＦＭ

（(ｱ)ａ参照）の算定状況を比較すると、図表16のとおり、事業者選定時ＶＦＭ

がＰＦＩ事業選定時ＶＦＭよりも大きくなっていたものが54事業（同90.0％）

となっていた。このうち最も大きくなったものは30ポイント上昇していて、平

均では12ポイント上昇していた（別図表2参照）。
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図表16 ＰＦＩ事業選定時ＶＦＭと事業者選定時ＶＦＭの比較（サービス購入型の60
事業）

上記のように、各府省等が公表しているＶＦＭは、多くのＰＦＩ事業におい

て、ＰＦＩ事業選定時ＶＦＭよりも事業者選定時ＶＦＭの方が大きい結果とな

っていた。

そこで、民間事業者の選定時におけるＶＦＭの評価方法等を詳細にみたとこ

ろ、図表17のとおり、ＰＦＩ事業のＬＣＣは、競争の効果が反映された入札価

格を基に算定された現在価値となっているのに対して、ＰＳＣは、ＰＦＩ事業

の選定時等に算定した競争の効果が反映されていない予定価格相当額を基に算

定された現在価値となっていた。このように、いずれのＰＦＩ事業においても、
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ＰＳＣとＰＦＩ事業のＬＣＣでは、競争の効果の反映の有無の点で算定条件が

一致していない状況となっていた。そして、このことが多くのＰＦＩ事業にお

いて、事業者選定時ＶＦＭがＰＦＩ事業選定時ＶＦＭよりも大きくなった要因

の一つであると考えられる。

図表17 民間事業者の選定時におけるＶＦＭの評価方法等（概念図）

各府省等によれば、事業者選定時ＶＦＭの算定において、基本的にＰＦＩ事

業の選定時等におけるＰＳＣを用いているのは、ＶＦＭガイドラインでは、Ｐ

ＦＩ事業を実施する民間事業者の選定時においても、ＰＦＩ事業の選定時に算

定したＰＳＣを用いることが原則とされているためであるなどとしている。

一方、前記のとおり、各ガイドラインでは、各府省等は、状況に応じて工夫

を行い、ＶＦＭガイドライン等に示したもの以外の方法等によってＰＦＩ事業

を実施することを妨げるものではないとなっていて、内閣府によれば、上記の

とおり、ＰＦＩ事業を実施する民間事業者の選定時に、ＰＦＩ事業の選定時に

算定したＰＳＣを用いることが原則とされているものの、より適切にＶＦＭ評

価を行うために、事業者選定時ＶＦＭの算定に当たっても、各府省等において

工夫することは問題ないとしている。

したがって、ＶＦＭガイドラインにおいて、ＶＦＭガイドライン等に示した
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もの以外の方法等によってＰＦＩ事業を実施することを妨げるものではないと

なっていることの趣旨が各府省等において十分に理解されていないことなどに

より、ＰＳＣとＰＦＩ事業のＬＣＣについて、競争の効果の有無の点で算定条

件が一致していないことは、両者を比較するに当たり適当でないと考えられる。

(ｳ) 事業者選定時ＶＦＭについての会計検査院による試算

割引率は、(ｱ)ｂのとおりＰＦＩ事業選定時ＶＦＭに大きな影響を与える主要な

計算要素の一つとなっており、ＰＦＩ事業の選定時期等における金利情勢を十分

に考慮するなどして設定することが重要である。また、(ｲ)ｂのとおり、事業者選

定時ＶＦＭの算定において、ＰＳＣとＰＦＩ事業のＬＣＣでは、競争の効果の反

映の有無の点で算定条件が一致していない状況となっていた。

そこで、会計検査院において、算定条件を変更することにより、事業者選定時

ＶＦＭの試算を行うことにした。当該試算に当たっては、ＰＳＣとＰＦＩ事業の

ＬＣＣの算定条件を一致させるために、一定の競争の効果として、落札比率（95％）
(注20)

を仮定し、これを従来方式の事業費の積算額に一律に乗じた上、割引率について

は、ＰＦＩ事業の選定時における金利情勢に沿ったものとなるよう、図表18の考

え方により、①契約年度の前年度1年間における国債平均値の実質利回り（以下
(注21)

「前年度平均値」という。）及び②契約年度の前年度から契約期間の年度分遡っ

た年度までの各年度の国債平均値の実質利回りの平均値（以下「過年度平均値」
(注22)

という。）の二つの率を用いることとした。

（注20） 落札比率（95％） 国土交通省が公表している過去に実施された公共
工事の落札比率を参考にして、95％と仮定している。

（注21） 国債平均値の実質利回り 各府省等におけるＶＦＭ評価では、物価上
昇率を考慮していないキャッシュフローが用いられていることから、
試算においては、国債平均値から、内閣府が公表している「年度デ
フレーター」の「国内総生産（支出側）」を用いて算定したインフ
レ率を差し引いて求めた実質利回りを割引率として用いている。

（注22） 契約期間の年度分遡った年度 10年国債の応募者平均利回りは、価格
競争入札が導入された平成元年度以降の分が公表されているため、
契約期間の年度分遡った年度が昭和63年度以前となるＰＦＩ事業に
ついては、平成元年度としている。

図表18 試算に用いた割引率の考え方

割引率 左の割引率を用いた考え方

ＰＦＩ事業の選定時の直近の金利情勢を反映させる
前年度平均値

考え方

ＰＦＩ事業の選定時の直近の金利情勢に加え、過去
過年度平均値

の一定期間の金利情勢の傾向を反映させる考え方
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サービス購入型の前記60事業のうち各府省等が算定した事業者選定時ＶＦＭ

（以下「府省等算定ＶＦＭ」という。）の算定過程を確認することができた47事

業について、上記の算定条件により、事業者選定時ＶＦＭの試算を行ったところ、

図表19のとおり、会計検査院が試算した事業者選定時ＶＦＭ（以下「試算ＶＦ

Ｍ」という。）が府省等算定ＶＦＭを下回ることとなったものが、前年度平均値

を用いた場合で44事業（47事業の93.6％）、過年度平均値を用いた場合で42事業

（同89.3％）となった。そして、これらの府省等算定ＶＦＭからの減少度合いを

みると、最大で17.9ポイント（前年度平均値）となっているなど、算定条件を変

更することにより試算ＶＦＭが大きく変動することとなった（別図表3参照）。

図表19 試算ＶＦＭ等の状況（サービス購入型の47事業）

注(1) 両平均値に対応する二つの図形は、試算ＶＦＭと府省等算定ＶＦＭとの差の最大値から最
小値までの範囲を示したものであり、最大値から箱の上端までが上位25％の事業が分布する
範囲、箱の上端から下端までが中位50％の事業が分布する範囲、箱の下端から最小値までが
下位25％の事業が分布する範囲をそれぞれ示している。

注(2) [ ]内の事業数は、試算ＶＦＭがマイナスとなったＰＦＩ事業の事業数である。

そして、試算ＶＦＭがプラスとなり、試算上でも従来方式よりＰＦＩ方式の方

が優位な結果となったものが、前年度平均値を用いた場合で40事業（同85.1％）、

過年度平均値を用いた場合で41事業（同87.2％）となった。一方、試算ＶＦＭが

試
算
Ｖ
Ｆ
Ｍ
と
府
省
等
算
定
Ｖ
Ｆ
Ｍ
の
差

試算に用いた割引率

（ポイント）

47事業(100％)
42事業

(89.3％)
44事業

(93.6％)
5事業

(10.6％)

▲3.4

▲8.5

平均▲4.5

平均▲6.1

▲17.9

▲11.1

平均▲4.4

1.4 2.1
試算ＶＦＭ＞府省等算定ＶＦＭ

試算ＶＦＭ＜府省等算定ＶＦＭ

前年度平均値 過年度平均値
-25

-20

-15

-10

-5
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5

0
5事業

(10.6％)
3事業

(6.3％)

7事業

(14.8％)

6事業

(12.7％)
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マイナスとなり、試算上ではＰＦＩ方式より従来方式の方が優位な結果となった

ものが、前年度平均値を用いた場合で7事業（同14.8％）、過年度平均値を用いた

場合で6事業（同12.7％）となった。その事例を示すと次のとおりである。

＜事例1＞ 算定条件を変更した場合、試算ＶＦＭがマイナスとなり、試算上ではＰＦＩ方式より

従来方式の方が優位な結果となったもの

関東地方整備局は、庁舎整備を早期かつ確実に行うなどのために、平成21年度から令和4年

度までの間に「東雲合同庁舎（仮称）整備等事業」を実施することとして、平成21年6月に同

事業をＰＦＩ事業として選定し、22年3月に、同ＰＦＩ事業における民間事業者の選定につい

て、評価の結果を公表していた。そして、同整備局は、当該評価において、事業者選定時ＶＦ

Ｍが4.9％と算定され、公的財政負担の縮減が見込めることが確認されたなどとして、同月に

同ＰＦＩ事業に係る事業契約（当初契約金額119億9333万余円）を締結していた。

しかし、事業者選定時ＶＦＭの算定において用いられた割引率は、技術指針における社会的

割引率（4％）を基に設定されたものとなっており、民間事業者の選定を行った21年度の前年

度である20年度以前の金利情勢が十分に反映されていないものとなっていた。また、同整備局

は、事業者選定時ＶＦＭの算定に当たり、ＶＦＭ評価の精度を高めるために、民間事業者の選

定時に従来方式における予定価格相当額を改めて算定したとしていたものの、ＰＳＣの算定に

当たり、競争の効果を反映していない状況となっていた。

そこで、会計検査院において、従来方式の事業費の積算額に競争の効果として、落札比率95

％を仮定し、これを乗じた上で、割引率として前年度平均値（2.0％）及び過年度平均値（2.5

％）の二つの率を用いて事業者選定時ＶＦＭの試算を行った。その結果、試算ＶＦＭは、前年

度平均値を用いた場合でマイナス7.5％及び過年度平均値を用いた場合でマイナス5.4％とな

り、いずれの場合においても、試算上ではＰＦＩ方式より従来方式の方が優位な結果となっ

た。

以上のとおり、技術指針における社会的割引率を主な設定根拠として割引率を設

定していたＰＦＩ事業については、ＰＦＩ事業の選定時期の金利情勢が割引率に十

分に反映されておらず、高めに設定されていた結果として、ＶＦＭが大きく算定さ

れ、ＰＦＩ方式の経済的な優位性が高く評価されていた可能性があると考えられる。

また、ＶＦＭガイドラインにおいて、ＶＦＭガイドライン等に示したもの以外の

方法等によってＰＦＩ事業を実施することを妨げるものではないとなっていること

の趣旨が各府省等において十分に理解されていないことなどにより、ＰＳＣとＰＦ

Ｉ事業のＬＣＣについて、競争の効果の有無の点で算定条件が一致していないこと

は、両者を比較するに当たり適当でないと考えられる。

そして、事業者選定時ＶＦＭがマイナスとなったとしても、定性的な効果を含め

て考えると、ＰＦＩ事業が有利になることもあり得ることから、直ちにＰＦＩ事業

を実施することが否定されるものではないが、算定条件を変更することにより試算
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ＶＦＭが大きく変動し、試算上において事業者選定時ＶＦＭがマイナスとなるもの

も見受けられた。

以上のことから、各府省等は、今後、サービス購入型のＰＦＩ事業に係るＶＦＭ

評価に当たり、ＰＦＩ事業の選定時期等における金利情勢を十分に考慮するなどし

て割引率を設定するとともに、民間事業者の選定時におけるＶＦＭ評価の精度を高

めるために、ＰＳＣに競争の効果を反映させるなどして、より実情に沿った算定を

行った上でＰＦＩ事業の実施について判断することが重要である。また、内閣府は、

今後実施されるＰＦＩ事業について、各府省等における事業者選定時ＶＦＭの算定

状況を把握の上、より適切にＶＦＭ評価が行われるようにするために、ＶＦＭガイ

ドライン等に示したもの以外の方法等によってＰＦＩ事業を実施することを妨げる

ものではないとなっていることの趣旨が各府省等において十分に理解されるよう、

ＶＦＭガイドラインの改定等について検討する必要がある。

イ 独立採算型のＰＦＩ事業に係る評価の実施状況

前記のとおり、ＶＦＭガイドラインによれば、独立採算型のＰＦＩ事業について

は、ＰＦＩ事業として実施することにより効率的かつ効果的に実施できるかという

評価を行うこととされているものの、その具体的な方法は示されていない。また、

公共施設等運営事業については、公共施設等運営事業ガイドラインによれば、収入

がより多く、公共施設等がより有効に活用されているかどうかなどを、従来方式に

よる事業と比較検証するために、定量的評価を行うことが望ましいとされている。

そこで、独立採算型の11事業について、ＰＦＩ事業の選定時における評価の実施

状況をみると、各府省等はコンサルタント会社等から助言を受けるなどして、7事業

（公共施設等運営事業以外）では、事業内容を分析するなどにより事業運営の効率

性、継続性等を総合的に評価したなどとする定性的評価のほかに、見込まれる事業

収支により、事業の採算性及び成立性について確認するなどの定量的評価が実施さ

れていた。一方、残りの4事業（公共施設等運営事業）では、ＰＦＩ事業の選定時に

事業内容の詳細が定まっていないなどのため、定量的評価は困難であるとして、上

記の7事業と同様の分析方法による定性的評価のみが実施されていた。

また、ＰＦＩ事業を実施する民間事業者の選定時における評価の実施状況をみる

と、8事業（公共施設等運営事業を含む。）では、定量的評価及び定性的評価のいず

れも実施されていなかった。一方、残りの3事業（公共施設等運営事業）では、ＰＦ
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Ｉ事業の選定時と同様の定性的評価のほかに、各府省等において、従来方式で見込

まれる利益の現在価値と運営権者が支払う運営権対価を比較したり（2事業）、30年

3月に改正された公共施設等運営事業ガイドラインで示された評価方法に準じて、Ｎ

ＰＶとＮＰＶ’との差額を算定したり（1事業）して定量的評価が実施されていた

（別図表4参照）。

以上のとおり、独立採算型のＰＦＩ事業については、具体的な評価方法が示され

ていないことなどから、定量的評価を行うことが困難な面はあるものの、各府省等

は、今後、公共施設等運営事業以外の独立採算型のＰＦＩ事業を含めて、より客観

的な評価を行うようにするために、ＰＦＩ事業の選定時及び民間事業者の選定時の

いずれにおいても、公共施設等運営事業ガイドラインで示された評価方法を参考に

するなどして定量的評価を行うよう工夫することが重要である。

(3) モニタリングの実施状況等

ア サービス購入型のＰＦＩ事業に係るモニタリングの実施状況等

サービス購入型の65事業のうち30年度末時点において維持管理・運営業務が開始

されていた57事業について、維持管理・運営業務に係るモニタリングの実施状況を

みると、いずれのＰＦＩ事業においても、施設管理者は、ＳＰＣ等に業務報告書、

監査済みの財務諸表等を定期的に提出させるなどして、モニタリングを実施してい

た。そして、これにより債務不履行の発生を確認した場合は、減額ポイントを付与

し、一定以上のポイント数に達した場合等にサービス対価を減額するなどの経済的

な動機付けの仕組みが設けられていた。

上記の57事業について、モニタリングにより確認された債務不履行の発生状況を

みると、26事業において、30年度末までに警備業務における連絡の不備による入館

手続の遅滞、給食業務における食事への異物混入等の債務不履行が計2,367件発生し

ていた。これをＰＦＩ事業ごとにみると、図表20のとおり、債務不履行の発生件数

が年間平均1件未満であったものが17事業、年間平均1件以上10件未満であったもの

が2事業、年間平均10件以上であったものが7事業となっていて、当該7事業における

債務不履行の発生件数が計2,264件（26事業における債務不履行計2,367件の95.6

％）となっていた。そして、上記の債務不履行について、前記の経済的な動機付け

の仕組みにより、サービス対価の減額に至ったものが3事業（減額した額計76,227,

007円）見受けられた。
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図表20 債務不履行の発生状況（サービス購入型の57事業）

さらに、上記債務不履行の発生件数が年間10件以上であった7事業について、債務

不履行の発生状況を詳細にみたところ、同種の債務不履行が繰り返し発生していて、

債務不履行の年間の発生件数が多くなっているものが見受けられた。その事例を示

すと次のとおりである。

＜事例2＞ 同種の債務不履行が繰り返し発生していて、債務不履行の年間の発生件数が多くなっ

ていたもの

法務本省は、平成18年度から令和7年度までの間に、更生保護施設である島根あさひ社会復

帰促進センター（以下「島根あさひセンター」という。）に係る整備・運営事業をＰＦＩ事業

として実施することとして、平成18年度にＳＰＣ等と同ＰＦＩ事業に係る事業契約（当初契約

金額922億3684万余円）を締結していた。なお、同省は、30年度末現在において、島根あさひ

センター以外に、喜連川社会復帰促進センター等3つの更生保護施設について、ＰＦＩ事業を

実施していた。

島根あさひセンターに係るＰＦＩ事業について、モニタリングにより確認された債務不履行

の発生状況をみたところ、年間平均発生件数が65.6件となっており、22年度以降、債務不履行

が急増し、給食業務等において、減額ポイントの付与の対象となる食事への異物混入や食事の

遅配等の同種の債務不履行が繰り返し発生しており、24年度における債務不履行の発生件数は

144件となっていた。

そして、25年度以降、債務不履行の年間の発生件数は減少してきたものの、同種の債務不履

行が繰り返し発生していて、30年度における債務不履行の発生件数は、島根あさひセンターと

収容者数が同規模の喜連川社会復帰促進センターに係るＰＦＩ事業における債務不履行の発生

件数21件の約1.9倍の40件と多くなっていた。

イ 独立採算型のＰＦＩ事業に係るモニタリングの実施状況等

独立採算型の11事業のうち30年度末時点において維持管理・運営業務が開始され

ていた9事業について、モニタリングの実施状況をみると、いずれのＰＦＩ事業にお

いても、施設管理者は、ＳＰＣ等に業務報告書、監査済みの財務諸表等を定期的に

提出させるなどして、モニタリングを実施していた。そして、ＳＰＣ等が債務不履

行を解消しないなどの場合には、ＳＰＣ等から違約金を徴収するなどの経済的な動

（単位：事業、件）

1件未満
1件以上
10件未満

10件以上

事業数 31 26 17 2 7

(構成比） (100%) (65.3%) (7.6%) (26.9%)

債務不履行の発生件数 - 2,367 42 61 2,264

(構成比） (100%) (1.7%) (2.5%) (95.6%)

債務不履行が発生していたもの

債務不履行の年間平均発生件数
債務不履行が
発生していな
かったもの
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機付けの仕組みが設けられていたが、モニタリングにより確認された債務不履行は

見受けられなかった。

また、上記の9事業について、モニタリングにおける財務状況の監視状況をみると、

「東京国際空港国際線地区貨物ターミナル整備・運営事業」においては、20年度に

発生した世界的な金融危機（リーマン・ショック）等の影響により、22年度に債務

超過が発生し、24年度から30年度まで連続して100億円を超える債務超過となってい

るなどＳＰＣ等の財務状況が悪化しており、施設管理者は、財務状況の監視により

これを把握し、ＳＰＣ等に対して経営改善に係る資料を求めるなどして、事業の継

続性等について検討を行っていた。

さらに、前記の9事業について、モニタリングにおける公共施設等の管理状況の確

認状況をみると、業務要求水準等において施設管理者が修繕を行うこととされた設

備の不具合について、モニタリングの際にＳＰＣ等から報告を受けていたものの、

施設管理者において不具合を解消するための修繕を十分に行うことができていない

などのため、ＰＦＩ事業に係る公共施設を十分に利用できない状態が継続していた

ものが見受けられた。その事例を示すと次のとおりである。

＜事例3＞ 施設管理者が修繕を行うこととされた不具合について、施設管理者において不具合を

解消するための修繕を十分に行うことができていないなどのため、ＰＦＩ事業に係る

公共施設を十分に利用できない状態が継続していたもの

国土交通本省は、平成24年度から令和7年度までの間に、独立採算型のＰＦＩ事業として

「直轄駐車場維持管理・運営事業」を実施することとして、平成24年度にＳＰＣ等と事業契約

を締結していた。事業契約等によれば、ＳＰＣ等は、業務要求水準を達成するよう適正に事業

を実施することなどとされていて、実施に当たっては、全国14か所の直轄駐車場が所在する地

域を管轄している7地方整備局等に業務計画書、業務報告書等を提出すること、これを受けた7

地方整備局等は、それぞれの直轄駐車場において、ＳＰＣ等が維持管理・運営業務を適正かつ

確実に履行して業務要求水準を達成しているかについてモニタリングすることなどとされてい

る。そして、業務要求水準等によれば、施設管理者とＳＰＣ等が共有する機械式駐車場設備等

（管理室の空調設備及び給湯設備を除く。）に係る不具合のうち大規模修繕を要する不具合に

ついては施設管理者が、ＳＰＣ等が単独で所有する設備に係る不具合や日常的に発生する不具

合についてはＳＰＣ等がそれぞれ修繕を行うこととされている。

上記7地方整備局等のうち関東地方整備局が管理している八日町地下駐車場（車室数202室）

について、モニタリングの状況を確認したところ、機械式駐車場設備等に係る不具合のうち業

務要求水準等において施設管理者が修繕を行うこととされている不具合が、25年3月から30年

度末までの間に、ＳＰＣ等から同整備局に対して多数報告されていた。

このため、同整備局は、上記の不具合について、予算の範囲内で可能な限り修繕を行ってき

たとしているものの、不具合を解消するための修繕を十分に行うことができていないなどのた

め、27年度から30年度までの各年度末時点において使用することができなかった車室は、ＳＰ
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Ｃ等が修繕を行うことになる不具合を要因として一時的に使用することができなかった車室を

含めて、平均約80室（202室の約40％）となっていた。このため、ＰＦＩ事業に係る公共施設

である機械式駐車場設備を十分に利用できない状態が継続していた。

なお、ＳＰＣ等から同整備局に提出された30年度の財務報告書によれば、上記駐車場の駐車

場収入の実績額は、計画額2973万余円よりも1307万余円低い1666万余円（計画額2973万余円の

56.0％）となっていて、ＳＰＣ等の財務状況に少なからず悪影響を与えていると考えられる状

況となっていた。

以上のとおり、サービス購入型のＰＦＩ事業において、同種の債務不履行が繰り返

し発生していて、債務不履行の年間の発生件数が多くなっているものが見受けられた

ことから、各府省等は、同種の債務不履行が繰り返し発生している場合には、債務不

履行の再発防止に向けて改善することに留意する必要がある。特に、法務省は、同種

の債務不履行が繰り返し発生しているＰＦＩ事業について、債務不履行の再発防止に

向けて更に改善する必要がある。

また、独立採算型のＰＦＩ事業は、景気の影響を受けやすく収入が安定的でないと

考えられる空港、公園等に係るものとなっており、特に、これらのＰＦＩ事業は今般

の新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を受けていると考えられる。し

たがって、独立採算型のＰＦＩ事業を行う各府省等は、当該事業が今後も安定的に継

続され、公共サービスの提供に支障が生じないようにするために、モニタリングにお

いて、サービス水準に加えて、ＳＰＣ等の財務状況についても引き続き監視していく

ことが重要である。

さらに、国土交通省は、同省が修繕を行うこととされた設備について、ＳＰＣ等か

ら不具合の報告を受けた場合、ＰＦＩ事業に係る公共施設等を十分に利用できるよう

にするために、不具合を解消するための修繕を十分に行う必要がある。

(4) ＰＦＩ事業の事業期間終了に伴う評価の実施状況等

30年度末現在で事業期間が終了していたサービス購入型の29事業について、ＰＦＩ

事業の事業期間終了に伴う評価の実施状況をみると、当該ＰＦＩ事業に係る施設の利

用状況の確認等が行われていたものは見受けられたものの、当該事業を従来方式では

なくＰＦＩ方式により実施することが実際に有利であったかなどについての検証（以

下「事後検証」という。）が行われていたものはなかった。そして、各府省等は、事

後検証を行っていない理由として、基本方針、各ガイドライン等において事後検証を

含めＰＦＩ事業の事業期間終了に伴う評価を行うことについて特段定められておらず、
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事後検証の方法が分からなかったことなどを挙げていた。

しかし、今後もＰＦＩ事業が実施されていくことが見込まれる中で、より効率的か

つ効果的なＰＦＩ事業の実施に資するようにするためには、各府省等において事後検

証等を行うことにより、ＰＦＩ事業に係るＰＤＣＡサイクルを適切に機能させること

が重要であると考えられる。

そこで、会計検査院において、可能な範囲でＰＦＩ事業に係るコスト面及びサービ

ス面の両面についての事後検証等を試みた。

ア サービス購入型のＰＦＩ事業についての会計検査院による事後検証

(ｱ) コスト面に係る事後検証

コスト面に係る事後検証を行うに当たり、施設整備費については、同一の公共

施設等の整備等についてＰＦＩ事業と従来方式による事業を同時に行うことはな

いことから、両方式による事業の実績に基づいたコストの比較による事後検証を

行うことができなかった。一方、維持管理・運営費については、30年度末現在で

事業期間が終了していたサービス購入型の29事業のうち27事業は、事業期間終了

後、ＰＦＩ事業により行われていた業務の一部である維持管理が従来方式による

事業により行われていたことから、ＰＦＩ事業と従来方式により行われていた事

業の維持管理業務のみに係る実績に基づいたコスト（消費税及び地方消費税を除

く。以下「維持管理費相当額」という。）の比較による事後検証を行った。

そして、上記の27事業について、ＰＦＩ事業により行われていた業務のうちか

ら従来方式により締結された契約に含まれていない業務や業務内容が異なってい

て比較することが困難な業務を除外した上で算定したＰＦＩ事業における維持管

理費相当額と、従来方式により行われていた事業における維持管理費相当額とを
(注23) (注24)

比較した。

今回の事後検証では、上記のとおり、維持管理業務の一部を除外して比較して

いるものもあること、従来方式により行われていた事業において、複数の公共施

設等に係る維持管理業務をまとめて契約していることにより、公共施設等ごとに

契約した場合よりも費用が低減している可能性があるものもあることなどから、

この比較結果だけをもって、維持管理業務について、ＰＦＩ事業として実施した

ことによるコスト面に係る定量的な効果の有無等を判断することはできない。し

かし、図表21のとおり、27事業の全てについて、ＰＦＩ事業の方が従来方式によ
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り行われていた事業よりも維持管理費相当額が高額となっており、前者の後者に

対する割合が最も高いもので285.3％、最も低いものでも106.8％となっていた。

（注23） ＰＦＩ事業における維持管理費相当額 各事業契約の最終変更契約書
における維持管理費のうち支払最終年月から遡った1か年分の額
（別図表5参照）

（注24） 従来方式により行われていた事業における維持管理費相当額 令和元
年度において従来方式により締結されていた各契約における維持管
理費のうち同年度の1か年分の額。ただし、同年度の途中に契約が
締結されている場合は、契約締結月から1か年分の維持管理費の額
（別図表5参照）
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図表21 ＰＦＩ事業における維持管理費相当額と従来方式により行われていた事業におけ

る維持管理費相当額（サービス購入型の27事業）

注(1) ※を付したＰＦＩ事業に係る施設の維持管理業務については、従来方式により行われていた
事業において、当該施設単独で契約を締結している。

注(2) ※を付していないＰＦＩ事業に対する従来方式により行われていた事業における維持管理業
務については、複数の公共施設に係る維持管理業務をまとめて契約していて、公共施設ごと
の契約金額が示されていないため、「維持管理費相当額（Ｂ）」は、予定価格の公共施設ご
との内訳金額の割合で案分するなどして算定している。

注(3) 「公務員宿舎亀岡住宅整備事業」及び「公務員宿舎亀岡住宅（第2期）整備事業」並びに
「公務員宿舎枚方住宅（仮称）整備事業」及び「公務員宿舎枚方住宅（Ⅰ期）整備事業」に
ついては、従来方式により行われていた事業において、両ＰＦＩ事業で実施していた維持管
理業務をまとめて契約していて、合理的な方法により案分することができないため、「維持

(単位：円)

 維持管理費相
 当額
　　 (Ａ)

 維持管理費相
 当額
　 　(Ｂ)

東京簡易裁判所墨田分室庁舎整備等事業 裁判所 58,618,492 裁判所 33,297,084 176.0%

公務員宿舎幌北住宅整備事業 16,188,762 5,912,478 273.8%

公務員宿舎月寒東住宅（仮称）整備事業 18,127,328 8,406,870 215.6%

公務員宿舎亀岡住宅整備事業 10,831,115

公務員宿舎亀岡住宅（第2期）整備事業 3,059,068

公務員宿舎赤羽住宅（仮称）整備事業 17,326,591 9,359,626 185.1%

公務員宿舎駒沢住宅（仮称）及び池尻住宅（仮称）
整備事業

21,131,074 13,201,278 160.0%

公務員宿舎三宿第二住宅（仮称）整備事業 17,122,696 7,577,795 225.9%

公務員宿舎清水町住宅（仮称）整備事業 17,584,948 11,001,032 159.8%

公務員宿舎綾瀬川住宅（仮称）整備事業 49,866,995 17,475,935 285.3%

公務員宿舎小金井住宅（仮称）整備事業 39,279,405 16,672,775 235.5%

公務員宿舎東雲住宅（仮称）整備事業 84,122,790 49,142,338 171.1%

公務員宿舎津田沼第2住宅（仮称）整備事業 9,711,072 8,788,618 110.4%

公務員宿舎仲田住宅及び千種東住宅整備事業 25,244,197 10,472,537 241.0%

公務員宿舎城北住宅（仮称）整備事業 14,809,660 10,546,877 140.4%

公務員宿舎若水住宅及び千種東住宅整備事業 11,746,846 10,997,643 106.8%

公務員宿舎枚方住宅（仮称）整備事業 20,215,783

公務員宿舎枚方住宅（Ⅰ期）整備事業 19,015,704

公務員宿舎伏見住宅（仮称）整備事業 10,707,291 5,507,547 194.4%

公務員宿舎伊丹住宅（仮称）（Ⅰ期）整備事業 13,449,056 7,992,008 168.2%

公務員宿舎堺住宅（仮称）（Ⅰ期）整備事業 11,750,036 8,695,698 135.1%

公務員宿舎舟入住宅整備事業 10,825,761 4,073,233 265.7%

公務員宿舎牛田住宅（第Ⅰ期）整備事業 29,904,068 18,818,619 158.9%

公務員宿舎大野城住宅（仮称）整備事業 9,603,998 5,004,781 191.8%

苫小牧法務総合庁舎整備等事業 ※ 国土交通省 26,677,360 法務省 10,482,000 254.5%

東京地家裁立川支部（仮称）庁舎整備等事業
国土交通省
（裁判所）

181,627,409 裁判所 115,017,728 157.9%

立川公務員宿舎（仮称）整備等事業 ※ 防衛省 19,954,338 防衛省 10,260,000 194.4%

27事業計 － 768,501,843 － 426,563,836 －

137.4%

契約府省等
名

財務省

従来方式により行われていた
事業

17,756,854 220.9%

従来方式により
行われていた事
業に対するＰＦ
Ｉ事業の維持管
理費相当額の割
合
(Ｃ)＝
(Ａ/Ｂ)×100

 契約府省
 等名
（連名契
 約者名）

財務省

ＰＦＩ事業

ＰＦＩ事業名

10,102,482
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管理費相当額（Ｂ）」は、両ＰＦＩ事業で実施していた維持管理業務に係る維持管理費相当
額をそれぞれ一括して計上している。

(ｲ) サービス面に係る事後検証

ＰＦＩ事業においては、民間事業者の創意工夫等が発揮され、国民に対して良

好なサービスが提供されることが期待されている。前記のとおり、ＰＦＩ事業の

実施を検討する際のＶＦＭ評価においては、当該段階では、ＳＰＣ等の計画が明

らかになっていないことから、従来方式とＰＦＩ方式の業務要求水準を同一に設

定することが基本となるとされている。一方、ＰＦＩ法においては、ＰＦＩ事業

の実施が決定され、民間事業者の選定を行うに当たっては、民間事業者の創意工

夫等により国民に提供されるサービスの質等を基に評価を行うこととなっている。

サービス購入型の前記27事業のいずれにおいても、各府省等は、ＰＦＩ事業の

選定時に、当該事業を従来方式による事業ではなくＰＦＩ事業として実施するこ

とにより期待されるサービス面に係る効果について、例えば、ＳＰＣ等の専門性

や創意工夫が十分に発揮され、最適な維持管理サービスの提供が期待できるなど

と定性的に整理していた。そして、各府省等は、ＰＦＩ事業を実施する民間事業

者を総合評価落札方式により選定しており、同方式において各府省等の求めに応

じて提出された民間事業者からの提案内容を反映するなどしてＰＦＩ事業に係る

業務要求水準を決定して、モニタリングの結果、サービス水準の全てが当該業務

要求水準を満たしていれば、上記の定性的な効果が発現することになるとみなし

ていた。

しかし、上記の27事業により実施している業務を、従来方式による事業により

実施することとしても、総合評価落札方式によることとすれば、民間事業者から、

ＰＦＩ事業と同様に提案を受けられる可能性があり、この場合、当該提案の内容

を契約に反映することができる。このため、当該27事業の業務要求水準には、従

来方式による事業によっても満たすことができるものが含まれていると考えられ、

業務要求水準を満たしていたか否かにより、ＰＦＩ事業として実施したことによ

るサービス面に係る定性的な効果を評価することはできないものとなっている。

また、前記27事業のいずれにおいても、ＰＦＩ事業として実施したことによる

サービス面に係る定性的な効果を評価するための指標等が設けられるなどしてい

なかった。
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以上のことから、前記27事業のいずれにおいても、サービス面に係る事後検証

を行うことは困難な状況となっていた。

前記のとおり、各府省等は、事後検証を行っていない理由として、基本方針、各

ガイドライン等において事後検証を含めＰＦＩ事業の事業期間終了に伴う評価を行

うことについて特段定められておらず、事後検証の方法が分からなかったことなど

を挙げていた。1(1)オのとおり、内閣府において、ＰＦＩ事業の事業期間終了に伴

う評価の実施方法についての検討が進められているところであり、各府省等は、今

後のＰＦＩ事業の実施に当たり、当該検討結果を踏まえるなどして、ＰＦＩ事業の

事業期間終了に伴う評価を客観的に行うよう検討することが重要である。

イ 独立採算型のＰＦＩ事業に係る収支額の増加額についての会計検査院による試算

独立採算型の11事業のうちＰＦＩ事業の導入前に国等が従来方式による事業を実

施していたのは7事業となっていた。そして、当該7事業のうちＰＦＩ事業の導入前

後における国の収支の状況を関係資料で確認できた6事業について、国に発生する収

入と支出との差額（以下「収支額」という。）の状況をＰＦＩ事業の導入前後にお

いて比較したところ、次のとおりとなっていた。

上記6事業のうち公共施設等運営事業として実施している3事業については、ＰＦ

Ｉ事業の導入前は、国が事業費を負担する一方で、公共施設の利用者から施設使用

料を徴収するなどしていた。当該3事業について、国土交通省が作成していた資料に

より、ＰＦＩ事業の開始年度の前年度から起算した過去5か年度分における従来方式

による事業の収支額の状況をみると、3事業に係る収支額の年度平均額は、それぞれ

5.6億余円、0.3億余円、マイナス2.4億余円となっていた。

そして、会計検査院において、ＰＦＩ事業の事業期間中に、仮に従来方式による

事業を実施した場合に、収支額の状況が上記の年度平均額で推移すると仮定して、

3事業に係る収支額の推計額を算定すると、図表22のとおり、計102億余円となる。

一方、3事業の事業期間中に得られる運営権対価の額は、福岡空港特定運営事業の4

460億円等計4532億円（収納予定額を含む。）となっている。

また、公共施設等運営事業以外の3事業は、ＰＦＩ事業の導入前は、独立行政法人

等により従来方式による事業が実施されており、収支額は発生していなかった。そ

して、ＰＦＩ事業の導入後は、当該ＰＦＩ事業を民間事業者が実施することになっ

たことから、都市公園法施行令（昭和31年政令第290号）に基づき施設使用料を当該
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民間事業者から徴収することとなり、当該3事業の事業期間中に得られる施設使用料

収入は計13億余円の見込みとなっている。

公共施設等運営事業を含む独立採算型のＰＦＩ事業においては、基本的に、国に

おける支出が発生しないため、事業期間中の収支額は、運営権対価又は施設使用料

収入の見込額と同額とみなすことができると考えられる。

以上のことから、30年度末の事業契約の内容により業務が実施されると仮定して、

公共施設等運営事業の3事業及び公共施設等運営事業以外のうち施設使用料収入を得

ることとなった3事業、計6事業について、当該事業をＰＦＩ事業として実施した場

合と従来方式により事業を実施した場合のそれぞれにおける事業期間中の収支額を

前記のとおり機械的に試算したところ、ＰＦＩ事業として実施した場合の収支額は、

従来方式により事業を実施した場合と比較して、計4442億余円増加することとなる

と推計される。

図表22 独立採算型のＰＦＩ事業に係る収支額の増加額の試算（独立採算型の6事業）

注(1) 「事業期間」は、契約締結日から契約終了日までの期間であり、1年未満は切り上げている。
注(2) 公共施設等運営事業以外の各事業の「ＰＦＩ事業として事業を実施した場合における収支額

（運営権対価等）の見込額(Ａ)」には、各事業における施設使用料収入の見込額を計上して
いる。

注(3) 「福岡空港特定運営事業等」の「ＰＦＩ事業として事業を実施した場合における収支額（運
営権対価等）の見込額（Ａ）」には、同事業における運営権対価4460億円を計上しているが、
このうち200億円は、空港運営事業開始予定日までの国が指定した期日までに一括で支払われ、
残りの4260億円は、令和元年度から30か年度にわたって分割して支払われることとなってい

（単位：年、億円）

年度平均
額

福岡空港特定運営事業等 30 4460 169 5.6 4290

高松空港特定運営事業等 15 50 4 0.3 45

仙台空港特定運営事業等 30 22 ▲72 ▲2.4 94

4532 102 3.5 4429

国営常陸海浜公園プレジャーガーデ
ンエリア改修・設置・管理運営事業

22 5 － － 5

海の中道海浜公園研修宿泊施設等管
理運営事業

23 4 － － 4

海の中道海浜公園海洋生態科学館改
修・運営事業

21 3 － － 3

13 － － 13

4545 102 3.5 4442

公共施
設等運
営事業
以外外

計

計

ＰＦＩ事業名
事業
期間

ＰＦＩ事業として
事業を実施した場
合における収支額
（運営権対価等）
の見込額
     （Ａ）

従来方式により事業
を実施した場合にお
ける収支額の推計額
      （Ｂ）

収支額の増加額

 （Ａ－Ｂ）

合計

公共施
設等運
営事業
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る。
注(4) 「仙台空港特定運営事業等」の「従来方式により事業を実施した場合における収支額の推計

額（Ｂ）」は、平成23年度から27年度までの5か年度分の収支により算定しており、23年3月
に発生した東日本大震災の影響を大きく受けていると考えられる。

4 検査の状況に対する所見

(1) 検査の状況の主な内容

会計検査院は、国が実施するＰＦＩ事業について、合規性、経済性、効率性、有効

性等の観点から、①国が実施しているＰＦＩ事業の類型別の事業数及び契約金額はど

のような状況となっているか、②ＰＦＩ事業の選定時及び民間事業者の選定時に適切

に評価が実施されているか、③モニタリングが適切に実施され、債務不履行に対する

対応が的確に行われているか、④ＰＦＩ事業の事業期間終了に伴う評価の実施状況、

ＰＦＩ事業として実施したことによる効果の発現状況等はどのようになっているかに

着眼して検査を実施した。

ア ＰＦＩ事業に係る評価の実施状況（21～38ページ参照）

サービス購入型の65事業のうち34事業に係る割引率は、技術指針における社会的

割引率を主な設定根拠として設定されていた（24～27ページ参照）。

サービス購入型の65事業のうち事業者選定時ＶＦＭの算定結果を確認することが

できた60事業について、民間事業者の選定時における評価の実施状況をみると、Ｐ

ＳＣとＰＦＩ事業のＬＣＣでは、競争の効果の反映の有無の点で算定条件が一致し

ていない状況となっていた。そして、このことが多くのＰＦＩ事業において、事業

者選定時ＶＦＭがＰＦＩ事業選定時ＶＦＭよりも大きくなった要因の一つであると

考えられる。また、ＶＦＭガイドラインにおいて、ＶＦＭガイドライン等に示した

もの以外の方法等によってＰＦＩ事業を実施することを妨げるものではないとなっ

ていることの趣旨が各府省等において十分に理解されていないことなどにより、Ｐ

ＳＣとＰＦＩ事業のＬＣＣについて、競争の効果の有無の点で算定条件が一致して

いないことは、両者を比較するに当たり適当でないと考えられる（30～34ページ参

照）。

技術指針における社会的割引率を主な設定根拠として割引率を設定していたＰＦ

Ｉ事業については、ＰＦＩ事業の選定時期の金利情勢が割引率に十分に反映されて

おらず、高めに設定されていた結果として、ＶＦＭが大きく算定され、ＰＦＩ方式

の経済的な優位性が高く評価されていた可能性があると考えられる（36ページ参
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照）。

独立採算型の11事業について、ＰＦＩ事業の選定時における評価の実施状況をみ

ると、4事業（公共施設等運営事業）では、ＰＦＩ事業の選定時に事業内容の詳細が

定まっていないなどのため、定量的評価は困難であるとして、定性的評価のみが実

施されていた。また、民間事業者の選定時における評価の実施状況をみると、8事業

（公共施設等運営事業を含む。）では、定量的評価及び定性的評価のいずれも実施

されていなかった（37、38ページ参照）。

イ モニタリングの実施状況等（38～41ページ参照）

サービス購入型の65事業のうち30年度末時点において維持管理・運営業務が開始

されていた57事業について、モニタリングにより確認された債務不履行の発生状況

をみると、同種の債務不履行が繰り返し発生していて、債務不履行の年間の発生件

数が多くなっているものが見受けられた（38、39ページ参照）。

独立採算型の11事業のうち30年度末時点において維持管理・運営業務が開始され

ていた9事業について、モニタリングの実施状況をみると、1事業において、ＳＰＣ

等の財務状況が悪化しており、施設管理者は、財務状況の監視によりこれを把握し、

ＳＰＣ等に対して経営改善に係る資料を求めるなどして、事業の継続性等について

検討を行っていた。また、業務要求水準等において施設管理者が修繕を行うことと

された設備の不具合について、モニタリングの際にＳＰＣ等から報告を受けていた

ものの、施設管理者において不具合を解消するための修繕を十分に行うことができ

ていないなどのため、ＰＦＩ事業に係る公共施設を十分に利用できない状態が継続

していたものが見受けられた（39～41ページ参照）。

ウ ＰＦＩ事業の事業期間終了に伴う評価の実施状況等（41～48ページ参照）

30年度末現在で事業期間が終了していたサービス購入型の29事業について、ＰＦ

Ｉ事業の事業期間終了に伴う評価の実施状況をみると、事後検証が行われていたも

のはなかった。そこで、会計検査院において、可能な範囲でＰＦＩ事業に係るコス

ト面及びサービス面の両面についての事後検証等を試みたところ、上記29事業のう

ち、事業期間終了後、ＰＦＩ事業により行われていた業務の一部である維持管理が

従来方式による事業により行われていた27事業について、ＰＦＩ事業により行われ

ていた業務のうちから従来方式により締結された契約に含まれていない業務等を除

外した上で算定したＰＦＩ事業における維持管理費相当額と、従来方式により行わ
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れていた事業における維持管理費相当額とを比較した結果、27事業の全てについて、

ＰＦＩ事業の方が従来方式により行われていた事業よりも維持管理費相当額が高額

となっており、前者の後者に対する割合が最も高いもので285.3％、最も低いもので

も106.8％となっていた。また、上記27事業のいずれにおいても、ＰＦＩ事業として

実施したことによるサービス面に係る定性的な効果を評価するための指標等が設け

られるなどしていなかったことなどから、サービス面に係る事後検証を行うことが

困難な状況となっていた（41～46ページ参照）。

(2) 所見

11年7月にＰＦＩ法が制定されて以降、国は、30年度までに6次にわたりＰＦＩ法の

改正を行い、施設管理者がＰＦＩ事業を実施する民間事業者に公共施設等運営権を設

定することができるようにしたり、ＰＦＩ事業の対象とする公共施設等を追加したり

することなどにより、ＰＦＩ事業の推進を図ってきたところである。そして、ＰＦＩ

事業は、真に必要な公共施設等の整備等と財政健全化の両立を図る上で重要な役割を

果たすものであるとしている。

また、ＰＦＩ法が制定されて20年余りが経過して、サービス購入型のＰＦＩ事業に

ついては、事業期間が終了したもの又は終了が近いものが増加してきており、今後の

ＰＦＩ事業の実施に資するために、これまで実施してきたＰＦＩ事業に係る事後検証

等を行い、ＰＦＩ事業における課題等を明らかにして、今後の事業の改善にいかすこ

とが重要となってきている。独立採算型のＰＦＩ事業については、まだ実績が少ない

ものの、公共施設等運営事業への導入が促進されてきていることから、事業実績の増

加が見込まれ、今後、その効果を見定めていくことが必要であり、ＳＰＣ等の財務状

況がサービスの提供に影響するため、財務状況の監視を含めてモニタリング等を適切

に行うことがますます重要となってきている。

さらに、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大が、ＰＦＩ事業の実施状況やＳＰ

Ｃ等の財務状況等に与える影響についても、モニタリング等を通じて把握に努めて、

必要に応じて的確な対応を行うことが望まれる。

ついては、以上の検査の状況を踏まえて、各府省等は、今後、ＰＦＩ事業を実施す

る際には、次の点に留意する必要がある。

ア ＰＦＩ事業に係る評価の実施

(ｱ) 各府省等は、サービス購入型のＰＦＩ事業に係るＶＦＭ評価に当たり、ＰＦＩ
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事業の選定時期等における金利情勢を十分に考慮するなどして割引率を設定する

とともに、民間事業者の選定時におけるＶＦＭ評価の精度を高めるために、ＰＳ

Ｃに競争の効果を反映させるなどして、より実情に沿った算定を行った上でＰＦ

Ｉ事業の実施について判断すること。また、内閣府は、今後実施されるＰＦＩ事

業について、各府省等における事業者選定時ＶＦＭの算定状況を把握の上、より

適切にＶＦＭ評価が行われるようにするために、ＶＦＭガイドライン等に示した

もの以外の方法等によってＰＦＩ事業を実施することを妨げるものではないとな

っていることの趣旨が各府省等において十分に理解されるよう、ＶＦＭガイドラ

インの改定等について検討すること

(ｲ) 各府省等は、独立採算型のＰＦＩ事業について、公共施設等運営事業以外の独

立採算型のＰＦＩ事業を含めて、より客観的な評価を行うようにするために、Ｐ

ＦＩ事業の選定時及び民間事業者の選定時のいずれにおいても、公共施設等運営

事業ガイドラインで示された評価方法を参考にするなどして定量的評価を行うよ

う工夫すること

イ モニタリングの実施等

(ｱ) 各府省等は、同種の債務不履行が繰り返し発生している場合には、債務不履行

の再発防止に向けて改善すること。特に、法務省は、同種の債務不履行が繰り返

し発生しているＰＦＩ事業について、債務不履行の再発防止に向けて更に改善す

ること

(ｲ) 独立採算型のＰＦＩ事業を行う各府省等は、当該事業が今後も安定的に継続さ

れ、公共サービスの提供に支障が生じないようにするために、モニタリングにお

いて、サービス水準に加えて、ＳＰＣ等の財務状況についても引き続き監視して

いくこと。また、国土交通省は、同省が修繕を行うこととされた設備について、

ＳＰＣ等から不具合の報告を受けた場合、ＰＦＩ事業に係る公共施設等を十分に

利用できるようにするために、不具合を解消するための修繕を十分に行うこと

ウ ＰＦＩ事業の事業期間終了に伴う評価の実施

各府省等は、今後のＰＦＩ事業の実施に当たり、内閣府におけるＰＦＩ事業の事

業期間終了に伴う評価の実施方法についての検討結果を踏まえるなどして、ＰＦＩ

事業の事業期間終了に伴う評価を客観的に行うよう検討すること
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会計検査院としては、今後とも国が実施するＰＦＩ事業について引き続き注視してい

くこととする。
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　　別図表１　国が実施するＰＦＩ事業の一覧（平成31年3月31日現在）

　　(ｱ)　実施中の事業 （単位：百万円）

番号
府省等名

（連名契約者名）
ＰＦＩ事業名 ＳＰＣ等名

公共施設
等の種類

事業類型
ＰＦＩ事業の選
定日（公表日）

契約締結日 事業期間終了日
契約
期間

平成30年度末
現在の契約金
額

1 衆議院 衆議院赤坂議員宿舎整備等事業
赤坂シグマタ
ワー株式会社

庁舎
サービス購
入型

平成14.5.31 平成15.3.17 令和14.3.31 30年 33,705

2 内閣府 準天頂衛星システムの運用等事業
準天頂衛星シ
ステムサービ
ス株式会社

人工衛
星

サービス購
入型

24.11.28 25.3.29 15.3.31 21年 110,646

3 法務省
美祢社会復帰促進センター整備・運
営事業

社会復帰サ
ポート美祢株
式会社

更生保
護施設

サービス購
入型

16.9.10 17.6.21 7.3.31 20年 64,706

4 法務省
島根あさひ社会復帰促進センター整
備・運営事業

島根あさひ
ソーシャルサ
ポート株式会
社

更生保
護施設

サービス購
入型

17.9.14 18.10.20 8.3.31 20年 93,198

5 法務省
喜連川社会復帰促進センター等運営
事業

社会復帰サ
ポート喜連川
株式会社

更生保
護施設

サービス購
入型

18.10.13 19.6.5 4.3.31 15年 39,421

6 法務省
播磨社会復帰促進センター等運営事
業

播磨ソーシャ
ルサポート株
式会社

更生保
護施設

サービス購
入型

18.10.13 19.5.31 4.3.31 15年 27,208

7 法務省
国際法務総合センター維持管理・運
営事業

昭島国際法務
PFI株式会社

更生保
護施設

サービス購
入型

28.3.7 28.12.20 9.3.31 12年 27,799

8 法務省
旧奈良監獄の保存及び活用に係る公
共施設等運営事業

旧奈良監獄保
存活用株式会
社

教育文
化施設

独立採算型
（公共施設
等運営権）

28.12.26 29.12.8 32.3.31 33年 －

9 外務省
在エジプト日本国大使館新事務所整
備等事業

在エジプト日
本大使館ファ
シリティマネ
ジメント株式
会社

庁舎
サービス購
入型

16.3.29 17.3.23 7.3.31 21年 5,470

10 財務省
公務員宿舎勝島町住宅（仮称）整備
事業

株式会社HC勝
島町住宅

宿舎
サービス購
入型

25.5.30 26.2.28 5.3.31 10年 7,751

11
国土交通省
（東京都千代田区）

九段第3合同庁舎・千代田区役所本
庁舎整備等事業

九段PFIサービ
ス株式会社

庁舎
サービス購
入型

15.7.7 16.3.10 3.3.31 18年 20,844

12 国土交通省 新北九州空港駐車場整備等事業
株式会社合人
社計画研究所

駐車場 独立採算型 17.1.24 17.5.31 3.3.31 16年 －

13 国土交通省
東京国際空港国際線地区旅客ターミ
ナルビル等整備・運営事業

東京国際空港
ターミナル株
式会社

空港 独立採算型 17.6.29 18.7.7 20.4.30 32年 －

14 国土交通省
東京国際空港国際線地区貨物ターミ
ナル整備・運営事業

東京国際エア
カーゴターミ
ナル株式会社

空港 独立採算型 17.6.29 18.7.7 21.2.28 33年 －

15 国土交通省
東京国際空港国際線地区エプロン等
整備等事業

羽田空港国際
線エプロンPFI
株式会社

空港
サービス購
入型

17.6.29 18.3.24 17.3.31 30年 70,910

16 国土交通省 航空保安大学校本校移転整備等事業
りんくうカ
レッジサービ
ス株式会社

庁舎
サービス購
入型

17.10.3 18.3.24 5.3.31 18年 13,330

17 国土交通省
那覇航空交通管制部管理棟建替整備
等事業

那覇ACCパート
ナーズ株式会
社

庁舎
サービス購
入型

18.7.31 19.3.30 6.3.31 18年 4,819

18
国土交通省
（千葉県香取市）

佐原広域交流拠点PFI事業
PFI佐原リバー
株式会社

公園
サービス購
入型

19.9.28 20.7.10 7.3.31 17年 2,328

19 国土交通省
盛岡第2地方合同庁舎（仮称）整備
等事業

盛岡第2合同庁
舎整備運営株
式会社

庁舎
サービス購
入型

20.5.30 21.3.24 4.3.31 14年 4,161

20
国土交通省
（東京都港区）

気象庁虎ノ門庁舎（仮称）・港区立
教育センター整備等事業

鞆絵サイエン
スパートナー
ズ株式会社

庁舎
サービス購
入型

21.6.5 22.2.26 12.3.31 21年 27,254

21 国土交通省 静止地球環境観測衛星の運用等事業
気象衛星ひま
わり運用事業
株式会社

人工衛
星

サービス購
入型

22.1.18 22.9.13 12.3.31 20年 29,117

22 国土交通省 直轄駐車場維持管理・運営事業 TFI株式会社 駐車場 独立採算型 23.11.18 24.8.7 7.9.30 13年 －

23 国土交通省
海の中道海浜公園海洋生態科学館改
修・運営事業

マリンワール
ドPFI株式会社

公園 独立採算型 25.8.22 27.10.21 18.3.31 21年 －

24 国土交通省 仙台空港特定運営事業等
仙台国際空港
株式会社

空港
独立採算型
（公共施設
等運営権）

26.6.27 27.12.1 27.11.30 30年 －

25 国土交通省
海の中道海浜公園研修宿泊施設等管
理運営事業

株式会社海の
中道リゾート

公園 独立採算型 28.7.12 29.5.31 22.3.31 23年 －

26 国土交通省 高松空港特定運営事業等
高松空港株式
会社

空港
独立採算型
（公共施設
等運営権）

28.9.6 29.10.1 14.9.30 15年 －

27 国土交通省
大阪第6地方合同庁舎（仮称）整備
等事業

PFI大阪第6合
同庁舎株式会
社

庁舎
サービス購
入型

29.3.31 30.1.23 14.3.31 15年 20,713

28 国土交通省
国営常陸海浜公園プレジャーガーデ
ンエリア改修・設置・管理運営事業

株式会社常陸
サンライズ
パーク

公園 独立採算型 29.5.10 30.11.9 22.3.31 22年 －

29 国土交通省 福岡空港特定運営事業等
福岡国際空港
株式会社

空港
独立採算型
（公共施設
等運営権）

29.5.16 30.8.1 30.7.31 30年 －

30 国土交通省 安来地区電線共同溝PFI事業

エヌ・ティ・
ティ・インフ
ラネット株式
会社

道路
サービス購
入型

29.9.14 30.3.26 14.3.31 15年 1,318
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番号
府省等名

（連名契約者名）
ＰＦＩ事業名 ＳＰＣ等名

公共施設
等の種類

事業類型
ＰＦＩ事業の選
定日（公表日）

契約締結日 事業期間終了日
契約
期間

平成30年度末
現在の契約金
額

31 国土交通省
東石井・天山地区電線共同溝PFI事
業

エヌ・ティ・
ティ・インフ
ラネット株式
会社

道路
サービス購
入型

29.10.13 30.3.30 14.3.31 15年 2,060

32
国土交通省
（衆議院）

衆議院新議員会館整備等事業
HOR会館PFI株
式会社

庁舎
サービス購
入型

17.3.15 18.3.3 2.3.31 15年 116,939

33
国土交通省
（参議院）

参議院新議員会館整備等事業
HOC議員会館
PFI株式会社

庁舎
サービス購
入型

17.3.15 18.3.3 2.3.31 15年 61,819

34

国土交通省
（会計検査院）
（内閣府）
（文部科学省）

中央合同庁舎第7号館整備等事業
霞が関7号館
PFI株式会社

庁舎
サービス購
入型

14.8.26 15.6.30 4.3.31 19年 96,702

35
国土交通省
（内閣府）
（鹿児島県）

鹿児島県警察学校整備等事業
鹿児島ポリス
スクールサー
ビス株式会社

教育文
化施設

サービス購
入型

18.3.28 19.2.7 3.3.31 15年 4,415

36
国土交通省
（内閣府）
（大阪府）

大阪府警察学校整備等事業
大阪府警察学
校整備PFI株式
会社

教育文
化施設

サービス購
入型

21.5.29 22.3.29 7.3.31 16年 13,547

37
国土交通省
（内閣府）

中央合同庁舎第8号館整備等事業
8号館PFI株式
会社

庁舎
サービス購
入型

21.6.16 22.2.17 6.3.31 15年 31,393

38
国土交通省
（内閣府）

東雲合同庁舎（仮称）整備等事業
東雲グリーン
フロンティア
PFI株式会社

庁舎
サービス購
入型

21.6.26 22.3.25 5.3.31 14年 12,400

39
国土交通省
（財務省）

熊本合同庁舎B棟整備等事業
株式会社熊本
合同庁舎PFI

庁舎
サービス購
入型

20.6.6 21.3.30 5.3.31 15年 12,437

40
国土交通省
（財務省）

大津地方合同庁舎（仮称）整備等事
業

PFI大津地方合
同庁舎株式会
社

庁舎
サービス購
入型

20.6.13 21.3.13 4.3.31 14年 8,503

41
国土交通省
（財務省）

甲府地方合同庁舎（仮称）・公務員
宿舎甲府住宅（仮称）整備等事業

甲府パブリッ
クサービス株
式会社

庁舎
サービス購
入型

20.6.20 21.3.26 4.3.31 14年 8,978

42
国土交通省
（財務省）

立川地方合同庁舎（仮称）整備等事
業

こぶし立川PFI
株式会社

庁舎
サービス購
入型

20.6.20 21.3.31 4.3.31 14年 8,054

43
国土交通省
（財務省）

東京国税局（仮称）整備等事業
築地五丁目PFI
サービス株式
会社

庁舎
サービス購
入型

21.6.5 22.3.5 7.3.31 16年 20,510

44
国土交通省
（財務省）

横浜地方合同庁舎（仮称）整備等事
業

ヨコハマしん
こうパート
ナーズ株式会
社

庁舎
サービス購
入型

30.4.3 31.2.28 15.3.31 15年 29,379

45 防衛省
Ｘバンド衛星通信中継機能等の整
備・運営事業

株式会社
ディー・エ
ス・エヌ

人工衛
星

サービス購
入型

24.3.30 25.1.15 14.6.29 20年 120,171

46 防衛省
海上自衛隊呉史料館建設維持管理運
営事業

呉エイチ・ア
ンド・テイ株
式会社

教育文
化施設

サービス購
入型

25.9.25 26.3.25 3.3.31 8年 691

47 防衛省 民間船舶の運航・管理事業
高速マリン・
トランスポー
ト株式会社

船舶
サービス購
入型

27.9.11 28.3.11 7.12.31 10年 24,272

                  47事業計 1,176,988

注(1) 「契約期間」は、契約締結日から事業期間終了日までの期間であり、1年未満は切り上げている。

注(2) 「平成30年度末現在の契約金額」には、地方公共団体分に係る金額を含む。
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　　(ｲ)　終了した事業 （単位：百万円）

番
号

府省等名
（連名契約者名）

ＰＦＩ事業名 ＳＰＣ等名
公共施設
等の種類

事業類型
ＰＦＩ事業の選
定日（公表日）

契約締結日 事業期間終了日
契約
期間

平成30年度末
現在の契約金
額

1 裁判所
東京簡易裁判所墨田分室庁舎整備等
事業

墨田コートハ
ウスサービス
株式会社

庁舎
サービス購
入型

平成16.6.14 平成17.2.21 平成29.3.31 13年 2,742

2 財務省
公務員宿舎赤羽住宅（仮称）整備事
業

株式会社リズ
ミックヒルズ
赤羽

宿舎
サービス購
入型

14.6.7 14.12.20 24.3.31 10年 6,426

3 財務省
公務員宿舎駒沢住宅（仮称）及び池
尻住宅（仮称）整備事業

PFI駒沢株式会
社

宿舎
サービス購
入型

14.6.7 14.12.26 24.3.31 10年 7,109

4 財務省
公務員宿舎三宿第二住宅（仮称）整
備事業

三宿NEXT株式
会社

宿舎
サービス購
入型

15.5.8 15.12.11 25.3.31 10年 3,798

5 財務省
公務員宿舎仲田住宅及び千種東住宅
整備事業

株式会社グ
リーンパサー
ジュ仲田・千
種東

宿舎
サービス購
入型

15.5.9 15.12.11 25.3.31 10年 7,223

6 財務省
公務員宿舎枚方住宅（仮称）整備事
業

PFI枚方住宅株
式会社

宿舎
サービス購
入型

15.7.25 16.2.26 25.3.31 10年 4,092

7 財務省 公務員宿舎幌北住宅整備事業
幌北NEXT株式
会社

宿舎
サービス購
入型

16.5.20 16.11.26 26.3.31 10年 5,315

8 財務省 公務員宿舎舟入住宅整備事業
株式会社HIM舟
入

宿舎
サービス購
入型

16.6.18 16.12.22 26.3.31 10年 1,732

9 財務省
公務員宿舎清水町住宅（仮称）整備
事業

PFI清水町住宅
株式会社

宿舎
サービス購
入型

17.5.16 17.12.16 27.3.31 10年 7,512

10 財務省 公務員宿舎亀岡住宅整備事業
株式会社亀岡
の杜

宿舎
サービス購
入型

17.6.13 18.2.9 27.3.31 10年 3,511

11 財務省
公務員宿舎城北住宅（仮称）整備事
業

株式会社城北
シンフォニア

宿舎
サービス購
入型

18.5.11 19.3.26 28.3.31 10年 6,196

12 財務省
公務員宿舎伏見住宅（仮称）整備事
業

伏見住宅PFI株
式会社

宿舎
サービス購
入型

19.5.28 20.3.31 29.3.31 10年 2,964

13 財務省
公務員宿舎綾瀬川住宅（仮称）整備
事業

株式会社HC綾
瀬川住宅

宿舎
サービス購
入型

19.6.21 20.1.11 29.3.31 10年 15,942

14 財務省
公務員宿舎小金井住宅（仮称）整備
事業

株式会社HC小
金井住宅

宿舎
サービス購
入型

19.9.3 20.3.31 29.3.31 10年 12,238

15 財務省
公務員宿舎東雲住宅（仮称）整備事
業

東雲NEXT株式
会社

宿舎
サービス購
入型

19.9.3 20.3.31 29.3.31 10年 13,995

16 財務省
公務員宿舎若水住宅及び千種東住宅
整備事業

若水千種東住
宅PFI株式会社

宿舎
サービス購
入型

20.5.12 21.3.23 30.3.31 10年 6,266

17 財務省
公務員宿舎津田沼第2住宅（仮称）
整備事業

津田沼第2住宅
PFI株式会社

宿舎
サービス購
入型

20.5.14 20.12.17 30.3.31 10年 5,416

18 財務省
公務員宿舎亀岡住宅（第2期）整備
事業

株式会社青葉
の里

宿舎
サービス購
入型

20.5.28 21.1.19 30.3.31 10年 2,551

19 財務省
公務員宿舎月寒東住宅（仮称）整備
事業

月寒NEXT株式
会社

宿舎
サービス購
入型

20.6.5 21.1.23 30.3.31 10年 9,157

20 財務省
公務員宿舎伊丹住宅（仮称）（Ⅰ
期）整備事業

PFI伊丹住宅株
式会社

宿舎
サービス購
入型

20.8.29 21.3.27 30.3.31 10年 5,070

21 財務省
公務員宿舎堺住宅（仮称）（Ⅰ期）
整備事業

堺住宅Ⅰ期PFI
株式会社

宿舎
サービス購
入型

20.8.29 21.3.27 30.3.31 10年 4,883

22 財務省
公務員宿舎牛田住宅（第Ⅰ期）整備
事業

グリーンコ
ミュニティ牛
田株式会社

宿舎
サービス購
入型

20.10.17 21.3.27 30.3.31 10年 8,446

23 財務省 公務員宿舎枚方住宅(Ⅰ期)整備事業
株式会社ひら
かたシンフォ
ニア

宿舎
サービス購
入型

21.8.21 22.3.18 31.3.31 10年 6,105

24 財務省
公務員宿舎大野城住宅（仮称）整備
事業

PFI大野城宿舎
株式会社

宿舎
サービス購
入型

21.10.19 22.3.30 31.3.31 10年 3,810

25 国土交通省 苫小牧法務総合庁舎整備等事業
株式会社苫小
牧法務総合庁
舎PFI

庁舎
サービス購
入型

16.3.25 16.12.20 31.3.31 15年 1,249

26
国土交通省
（裁判所）

東京地家裁立川支部（仮称）庁舎整
備等事業

ネクストコー
トハウス立川
PFI株式会社

庁舎
サービス購
入型

18.3.31 19.1.11 31.3.31 13年 9,850

27
国土交通省
（内閣府）
（富山県)

富山県警察学校整備等事業
富山県警察学
校整備PFI株式
会社

教育文
化施設

サービス購
入型

16.4.28 17.1.27 31.3.31 15年 2,692

28 防衛省 立川公務員宿舎（仮称）整備等事業
PFI立川住宅株
式会社

宿舎
サービス購
入型

15.7.30 16.3.30 25.3.31 10年 4,152

29 防衛省
海上自衛隊呉史料館（仮称）整備等
事業

呉エス・アン
ド・エス株式
会社

教育文
化施設

サービス購
入型

16.11.2 17.3.30 26.3.31 10年 3,027

                  29事業計 173,483

注(1) 「契約期間」は、契約締結日から事業期間終了日までの期間であり、1年未満は切り上げている。

        29事業計(ｱ)と(ｲ)の計　　76事業 百万円

注(2) 「平成30年度末現在の契約金額」には、地方公共団体分に係る金額を含む。

1,350,471
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ＰＦＩ事業
の選定時

民間事業者
の選定時

ＰＦＩ事業
の選定時

民間事業者
の選定時

1 衆議院 衆議院赤坂議員宿舎整備等事業 4 4 8.7 29.2

2 裁判所 東京簡易裁判所墨田分室庁舎整備等事業 4 4 3 30

3 内閣府 準天頂衛星システムの運用等事業 4 4 6.4 6.9

4 法務省 美祢社会復帰促進センター整備・運営事業 4 － 2 －

5 法務省 島根あさひ社会復帰促進センター整備・運営事業 4 － 3 －

6 法務省 喜連川社会復帰促進センター等運営事業 4 － 1.1 －

7 法務省 播磨社会復帰促進センター等運営事業 4 － 3.9 －

8 法務省 国際法務総合センター維持管理・運営事業 4 － 2.1 －

9 外務省 在エジプト日本国大使館新事務所整備等事業 4 4 5 15

10 財務省 公務員宿舎赤羽住宅（仮称）整備事業 1.4 1.3 3 17.49

11 財務省
公務員宿舎駒沢住宅（仮称）及び池尻住宅（仮称）
整備事業

1.4 1.3 3 27.71

12 財務省 公務員宿舎三宿第二住宅（仮称）整備事業 1.1 0.917 3 22.37

13 財務省 公務員宿舎仲田住宅及び千種東住宅整備事業 1.1 0.917 3 4.57

14 財務省 公務員宿舎枚方住宅（仮称）整備事業 0.9 0.925 3 27.42

15 財務省 公務員宿舎幌北住宅整備事業 1.3 1.484 3 23.11

16 財務省 公務員宿舎舟入住宅整備事業 1.4 1.484 3 31.49

17 財務省 公務員宿舎清水町住宅（仮称）整備事業 1.5 1.36 8 12.45

18 財務省 公務員宿舎亀岡住宅整備事業 1.5 1.36 8 18.55

19 財務省 公務員宿舎城北住宅（仮称）整備事業 1.5 1.8 8 16.21

20 財務省 公務員宿舎伏見住宅（仮称）整備事業 1.8 1.65 6 4.55

21 財務省 公務員宿舎綾瀬川住宅（仮称）整備事業 1.8 1.71 7 5.10

22 財務省 公務員宿舎小金井住宅（仮称）整備事業 1.8 1.36 8 5.27

23 財務省 公務員宿舎東雲住宅（仮称）整備事業 1.8 1.36 7 6.73

24 財務省 公務員宿舎若水住宅及び千種東住宅整備事業 1.6 1.48 7 9.39

②

②

②

②

②

②

②

②

②

①

①

①

①

①

②

①

②

②

②

②

②

②

①

①

   別図表2　各府省等における割引率及びＶＦＭ（サービス購入型のＰＦＩ事業）

ＶＦＭ
番
号

府省等名
（連名契約者名）

ＰＦＩ事業名

(単位：％）
割引率

主な設定根
拠
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ＰＦＩ事業
の選定時

民間事業者
の選定時

ＰＦＩ事業
の選定時

民間事業者
の選定時

ＶＦＭ
番
号

府省等名
（連名契約者名）

ＰＦＩ事業名
割引率

主な設定根
拠

25 財務省 公務員宿舎津田沼第2住宅（仮称）整備事業 1.7 1.7 7 6.58

26 財務省 公務員宿舎亀岡住宅（第2期）整備事業 1.6 1.48 4 4.66

27 財務省 公務員宿舎月寒東住宅（仮称）整備事業 1.6 1.48 6 13.83

28 財務省 公務員宿舎伊丹住宅（仮称）（Ⅰ期）整備事業 1.6 1.47 7 16.59

29 財務省 公務員宿舎堺住宅（仮称）（Ⅰ期）整備事業 1.6 1.47 7 24.05

30 財務省 公務員宿舎牛田住宅（第Ⅰ期）整備事業 1.6 1.48 7 11.25

31 財務省 公務員宿舎枚方住宅（Ⅰ期）整備事業 1.4 1.4 2 30.79

32 財務省 公務員宿舎大野城住宅（仮称）整備事業 1.4 1.4 1 17.05

33 財務省 公務員宿舎勝島町住宅（仮称）整備事業 0.746 0.695 2.7 4.94

34
国土交通省
（東京都千代田区）

九段第3合同庁舎・千代田区役所本庁舎整備等事業 4 4 6.74 37

35 国土交通省 苫小牧法務総合庁舎整備等事業 4 4 2 26

36 国土交通省 東京国際空港国際線地区エプロン等整備等事業 4 4 2 30

37 国土交通省 航空保安大学校本校移転整備等事業 4 4 4.4 33.9

38 国土交通省 那覇航空交通管制部管理棟建替整備等事業 4 4 6 19.4

39
国土交通省
（千葉県香取市）

佐原広域交流拠点PFI事業 4 4 15.16 18.40

40 国土交通省 盛岡第2地方合同庁舎（仮称）整備等事業 4 4 1 9

41
国土交通省
（東京都港区）

気象庁虎ノ門庁舎（仮称）・港区立教育センター整
備等事業

4 4 6.7 19.7

42 国土交通省 静止地球環境観測衛星の運用等事業 4 4 8 29

43 国土交通省 大阪第6地方合同庁舎（仮称）整備等事業 2.6 2.6 7.27 27.75

44 国土交通省 安来地区電線共同溝PFI事業 2.6 2.6 12.5 18.3

45 国土交通省 東石井・天山地区電線共同溝PFI事業 2.6 2.6 2.9 9.1

46
国土交通省
（衆議院）

衆議院新議員会館整備等事業 4 4 4.15 29

47
国土交通省
（参議院）

参議院新議員会館整備等事業 4 4 4.02 24

48
国土交通省
（裁判所）

東京地家裁立川支部（仮称）庁舎整備等事業 4 4 8 10

49

国土交通省
　会計検査院、
　内閣府、
　文部科学省等

中央合同庁舎第7号館整備等事業 4 4 5.5 30

①

①

③

①

①

①

①

①

①

①

③

③

①

①

②

②

②

②

②

②

①

①

②

②

②
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ＰＦＩ事業
の選定時

民間事業者
の選定時

ＰＦＩ事業
の選定時

民間事業者
の選定時

ＶＦＭ
番
号

府省等名
（連名契約者名）

ＰＦＩ事業名
割引率

主な設定根
拠

50
国土交通省
（内閣府、富山県)

富山県警察学校整備等事業 4 4 4 32

51
国土交通省
　内閣府、
　鹿児島県

鹿児島県警察学校整備等事業 4 4 6 30

52
国土交通省
（内閣府、大阪府)

大阪府警察学校整備等事業 4 4 5.5 33.7

53
国土交通省
（内閣府）

中央合同庁舎第8号館整備等事業 4 4 5.55 24.3

54
国土交通省
（内閣府）

東雲合同庁舎（仮称）整備等事業 4 4 4.6 4.9

55
国土交通省
（財務省）

熊本合同庁舎B棟整備等事業 4 4 3 7.28

56
国土交通省
（財務省）

甲府地方合同庁舎（仮称）・公務員宿舎甲府住宅
（仮称）整備等事業

4 4 2.5 2.7

57
国土交通省
（財務省）

立川地方合同庁舎（仮称）整備等事業 4 4 2.8 2.9

58
国土交通省
（財務省）

大津地方合同庁舎（仮称）整備等事業 4 4 2.6 15.0

59
国土交通省
（財務省）

東京国税局（仮称）整備等事業 4 4 6.3 32.4

60
国土交通省
（財務省）

横浜地方合同庁舎（仮称）整備等事業 2.6 2.6 6.39 9.81

61 防衛省 立川公務員宿舎（仮称）整備等事業 1.131 1.131 4 25.68

62 防衛省 海上自衛隊呉史料館（仮称）整備等事業 1.49 1.49 5 14.9

63 防衛省 Ｘバンド衛星通信中継機能等の整備・運営事業 4 4 5.32 15.15

64 防衛省 海上自衛隊呉史料館建設維持管理運営事業 4 4 8.28 5.30

65 防衛省 民間船舶の運航・管理事業 4 4 4.6 6.1

① 34

② 27

③ 4

計 65

注(3) 「ＶＦＭ」は、各府省等が公表した数値を記載している。ただし、「約5％」等と概数で表示されているものは、約を外して記載して
    いる。

①

①

①

計

注(2) 「割引率」の「主な設定根拠」において、①は「技術指針」、②は「国債平均値」、③は「策定の手引」を表している。

注(1) 「割引率」及び「ＶＦＭ」の「－」は、民間事業者の選定時におけるＶＦＭの算定結果を確認できなかったことを示している。

①

①

③

②

②

①

①

①

①

①

①

①

①
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割引率
ＶＦＭ
(a)

割引率
前年度
平均値

ＶＦＭ
(b)

府省等算定
ＶＦＭとの
差
 （b－a）

割引率
過年度
平均値

ＶＦＭ
(c)

府省等算定
ＶＦＭとの
差
 （c－a）

衆議院赤坂議員宿舎整備等事業 4 29.2 2.5 22.1 ▲ 7.1 3.1 23.4 ▲ 5.8

準天頂衛星システムの運用等事業 4 6.9 2.5 ▲ 5.6 ▲ 12.5 2.8 ▲ 4.2 ▲ 11.1

公務員宿舎赤羽住宅（仮称）整備事業 1.3 17.49 2.5 16.3 ▲ 1.1 3.0 17.9 0.4

公務員宿舎駒沢住宅（仮称）及び池尻住宅（仮
称）整備事業

1.3 27.71 2.5 26.6 ▲ 1.1 3.0 28.1 0.3

公務員宿舎三宿第二住宅（仮称）整備事業 0.917 22.37 2.7 23.5 1.1 2.9 24.1 1.7

公務員宿舎仲田住宅及び千種東住宅整備事業 0.917 4.57 2.7 6.0 1.4 2.9 6.7 2.1

公務員宿舎枚方住宅（仮称）整備事業 0.925 27.42 2.7 28.3 0.8 2.9 28.7 1.2

公務員宿舎幌北住宅整備事業 1.484 23.11 2.4 20.6 ▲ 2.5 2.8 21.6 ▲ 1.5

公務員宿舎舟入住宅整備事業 1.484 31.49 2.4 29.2 ▲ 2.2 2.8 30.2 ▲ 1.2

公務員宿舎清水町住宅（仮称）整備事業 1.36 12.45 2.5 11.6 ▲ 0.8 2.6 12.1 ▲ 0.3

公務員宿舎亀岡住宅整備事業 1.36 18.55 2.5 17.8 ▲ 0.7 2.6 18.2 ▲ 0.3

公務員宿舎城北住宅（仮称）整備事業 1.8 16.21 2.5 14.0 ▲ 2.2 2.5 14.1 ▲ 2.1

公務員宿舎伏見住宅（仮称）整備事業 1.65 4.55 2.5 2.5 ▲ 2.0 2.4 2.3 ▲ 2.2

公務員宿舎綾瀬川住宅（仮称）整備事業 1.71 5.10 2.5 3.2 ▲ 1.9 2.4 2.9 ▲ 2.2

公務員宿舎小金井住宅（仮称）整備事業 1.36 5.27 2.5 2.5 ▲ 2.7 2.4 2.3 ▲ 2.9

公務員宿舎東雲住宅（仮称）整備事業 1.36 6.73 2.5 5.0 ▲ 1.7 2.4 4.8 ▲ 1.9

公務員宿舎若水住宅及び千種東住宅整備事業 1.48 9.39 2.4 7.5 ▲ 1.8 2.5 7.8 ▲ 1.5

公務員宿舎津田沼第2住宅（仮称）整備事業 1.7 6.58 2.4 4.4 ▲ 2.1 2.5 4.8 ▲ 1.7

公務員宿舎亀岡住宅（第2期）整備事業 1.48 4.66 2.4 2.9 ▲ 1.7 2.5 3.2 ▲ 1.4

公務員宿舎月寒東住宅（仮称）整備事業 1.48 13.83 2.4 12.4 ▲ 1.4 2.5 12.7 ▲ 1.1

公務員宿舎伊丹住宅（仮称）（Ⅰ期）整備事業 1.47 16.59 2.4 14.8 ▲ 1.7 2.5 15.0 ▲ 1.5

公務員宿舎堺住宅（仮称）（Ⅰ期）整備事業 1.47 24.05 2.4 22.4 ▲ 1.6 2.5 22.6 ▲ 1.4

公務員宿舎牛田住宅（第Ⅰ期）整備事業 1.48 11.25 2.4 9.4 ▲ 1.8 2.5 9.7 ▲ 1.5

公務員宿舎枚方住宅（Ⅰ期）整備事業 1.4 30.79 2.0 28.8 ▲ 1.9 2.5 30.2 ▲ 0.5

公務員宿舎大野城住宅（仮称）整備事業 1.4 17.05 2.0 14.6 ▲ 2.4 2.5 16.1 ▲ 0.9

公務員宿舎勝島町住宅（仮称）整備事業 0.695 4.94 1.6 1.7 ▲ 3.2 2.4 3.9 ▲ 1.0

苫小牧法務総合庁舎整備等事業 4 26 2.4 18.6 ▲ 7.4 3.0 20.5 ▲ 5.5

航空保安大学校本校移転整備等事業 4 33.9 2.5 23.4 ▲ 10.5 3.0 25.8 ▲ 8.1

佐原広域交流拠点PFI事業 4 18.40 2.4 8.4 ▲ 10.0 2.8 9.9 ▲ 8.5

盛岡第2地方合同庁舎（仮称）整備等事業 4 9 2.4 ▲ 1.9 ▲ 10.9 2.7 ▲ 0.8 ▲ 9.8

気象庁虎ノ門庁舎（仮称）・港区立教育センター
整備等事業

4 19.7 2.0 6.7 ▲ 13.0 2.7 9.6 ▲ 10.1

静止地球環境観測衛星の運用等事業 4 29 2.7 23.4 ▲ 5.6 2.8 23.6 ▲ 5.4

大阪第6地方合同庁舎（仮称）整備等事業 2.6 27.75 0.0 14.1 ▲ 13.6 1.6 20.4 ▲ 7.3

安来地区電線共同溝PFI事業 2.6 18.3 0.0 1.1 ▲ 17.2 1.6 9.3 ▲ 9.0

東石井・天山地区電線共同溝PFI事業 2.6 9.1 0.0 ▲ 8.8 ▲ 17.9 1.6 ▲ 0.3 ▲ 9.4

衆議院新議員会館整備等事業 4 29 2.5 20.5 ▲ 8.5 3.0 22.4 ▲ 6.6

参議院新議員会館整備等事業 4 24 2.5 14.9 ▲ 9.1 3.0 16.8 ▲ 7.2

富山県警察学校整備等事業 4 32 2.4 23.4 ▲ 8.6 3.0 25.7 ▲ 6.3

鹿児島県警察学校整備等事業 4 30 2.5 19.5 ▲ 10.5 2.9 21.3 ▲ 8.7

中央合同庁舎第8号館整備等事業 4 24.3 2.0 14.0 ▲ 10.3 2.7 16.2 ▲ 8.1

東雲合同庁舎（仮称）整備等事業 4 4.9 2.0 ▲ 7.5 ▲ 12.4 2.5 ▲ 5.4 ▲ 10.3

熊本合同庁舎B棟整備等事業 4 7.28 2.4 ▲ 2.2 ▲ 9.4 2.8 ▲ 1.1 ▲ 8.3

大津地方合同庁舎（仮称）整備等事業 4 15.0 2.4 5.0 ▲ 10.0 2.7 6.0 ▲ 9.0

横浜地方合同庁舎（仮称）整備等事業 2.6 9.81 0.0 ▲ 6.6 ▲ 16.4 1.4 0.0 ▲ 9.8

Ｘバンド衛星通信中継機能等の整備・運営事業 4 15.15 2.5 3.7 ▲ 11.4 2.7 4.7 ▲ 10.4

海上自衛隊呉史料館建設維持管理運営事業 4 5.30 1.6 0.1 ▲ 5.2 2.4 0.1 ▲ 5.2

民間船舶の運航・管理事業 4 6.1 ▲ 2.0 ▲ 8.5 ▲ 14.6 1.7 ▲ 2.3 ▲ 8.4

注(3) 「民間船舶の運航・管理事業」において、「割引率（前年度平均値）」がマイナスとなっているのは、日本銀行における量的・質的金融緩
　　和の導入の影響を大きく受けていることなどによることが考えられる。

注(1) 「割引率」は、事業者選定時ＶＦＭの算定において、各府省等が設定していた割引率である。

別図表3　事業者選定時ＶＦＭの試算結果（サービス購入型のＰＦＩ事業）

ＰＦＩ事業名

注(2) 「府省等算定」の「ＶＦＭ」は、各府省等が公表した数値を記載している。ただし、「約5％」等と概数で表示されているものは、約を外し
　　て記載している。また、「府省等算定ＶＦＭとの差」の算定に当たり、各府省等が公表したＶＦＭの数値について小数点以下が表示されてい
　　ないものは、小数点以下を0とみなして計算している。さらに、「会計検査院試算」の「ＶＦＭ」及び「府省等算定ＶＦＭとの差」は、小数点
　　第2位以下の端数を切り捨てている。

(単位：％、ポイント）

府省等算定 会計検査院試算
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別図表4　独立採算型のＰＦＩ事業に係る評価の実施状況

左の定量的評価の方法 左の定量的評価の方法

1 法務省
旧奈良監獄の保存及び活用に係
る公共施設等運営事業(※)

－ －

2 国土交通省 新北九州空港駐車場整備等事業

国が実施する場合の国の
収支額とＰＦＩ方式で実
施する場合の国の収支額
の比較

－

3 国土交通省
東京国際空港国際線地区旅客
ターミナルビル等整備・運営事
業

事業の収益性及び借入金
の返済能力の確認

－

4 国土交通省
東京国際空港国際線地区貨物
ターミナル整備・運営事業

事業の収益性及び借入金
の返済能力の確認

－

5 国土交通省 直轄駐車場維持管理・運営事業
事業収支による事業の採
算性及び成立性の確認

－

6 国土交通省
海の中道海浜公園海洋生態科学
館改修・運営事業

事業収支による事業の採
算性及び成立性の確認

－

7 国土交通省
海の中道海浜公園研修宿泊施設
等管理運営事業

事業収支による事業の採
算性及び成立性の確認

－

8 国土交通省
国営常陸海浜公園プレジャー
ガーデンエリア改修・設置・管
理運営事業

事業収支による事業の採
算性及び成立性の確認

－

9 国土交通省 仙台空港特定運営事業等(※) －

従来方式で見込まれる利
益の現在価値と運営権者
が支払う運営権対価の比
較

10 国土交通省 高松空港特定運営事業等(※) －

従来方式で見込まれる利
益の現在価値と運営権者
が支払う運営権対価の比
較

11 国土交通省 福岡空港特定運営事業等(※) －
ＮＰＶとＮＰＶ’との差
額の算定

〇 11 〇 7 〇 3 〇 3

× 0 × 4 × 8 × 8

注(1） 公共施設等運営事業に該当する事業の事業名に「（※）」を付している。
注(2） 「○」は実施、「×」は不実施を示している。

計 － －

〇

〇

〇

〇

×

〇

〇

〇 〇

〇 〇〇

〇

×

〇

〇

〇〇

〇

〇

×

×

× ×

× ×

〇 〇

× ×

× ×

× ×

× ×

× ×

× ×

民間事業者の選定時

評価の状況

ＰＦＩ事業の選定時

 定性的
 評価

 定量的
 評価

 定性的
 評価

 定量的
 評価

番号 府省等名 事業名

〇

〇

〇

〇
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別図表5　ＰＦＩ事業及び従来方式により行われていた事業の維持管理費相当額の算定過程
   （概念図）（Ａ住宅（仮称）整備等事業に係る維持管理費相当額等の例）

①　ＰＦＩ事業における維持管理費相当額の算定過程

Ａ住宅（仮称）整備等事業（維持管理・運営期間10年）に係る維持管理費相当額の算定過程
＜契約金額の内訳＞
契約金額

②　従来方式により行われていた事業における維持管理費相当額の算定過程

ア）Ａ住宅に係る一般管理業務費相当額の算定過程

 ※ Ａ住宅ほか複数の住宅の一般管理業務（①のア）と同等の業務）を一
    括した契約（契約期間4年） （単位：円）

32,000,000

24,000,000
：
：

【算定手順】

イ）Ａ住宅に係る昇降機保守点検業務費相当額の算定過程

    を一括した契約（契約期間4年） （単位：円）

18,000,000

12,000,000
：
：

ウ）Ａ住宅に係る消防用設備等保守点検業務費相当額の算定過程

 ※ Ａ住宅ほか複数の住宅の消防用設備等保守点検業務(①のウ）と同等の
 　 業務)を一括した契約（契約期間1年） （単位：円）

750,000 Ａ住宅

875,000 Ｄ住宅
： ：
： ：

エ）Ａ住宅に係る給水設備清掃等業務費相当額の算定過程

 ※ Ａ住宅ほか複数の住宅の給水設備清掃等業務(①のエ）と同等の業務）
 　 を一括した契約（契約期間1年） （単位：円）

450,000 Ａ住宅

270,000 Ｅ住宅
： ：
： ：

： ：
： ： ：

各住宅に係る1か年分の契約金額
相当額
　　　(c) = （a）×（b）

4,500,000

Ａ住宅 10.0%

3,000,000

300,000

Ｅ住宅 6.0% 180,000
：

：
： ： ：

予定価格 契約金額

（b）

住宅別の積算内訳

左の予定価格に占め
る割合
  　　 （a）

5,000,000

Ａ住宅 15.0%

4,000,000

600,000

Ｄ住宅 17.5% 700,000
： ：

予定価格 契約金額

（b）

住宅別の積算内訳

左の予定価格に占め
る割合
　　　 （a）

各住宅に係る1か年分の契約金額
相当額
　　　(c) = （a）×（b）

： ： ：
図表21の維持管
理費相当額（B）

： ： ： ：

計 9,200,000
Ｃ住宅 20.0% Ｃ住宅 2,200,000

予定価格 契約金額

（b）

契約金額1か年
分の額(令和元
年度分等)
 (c) = (b)÷4

住宅別の積算内訳

左の予定価格に占め
る割合
　　　 （a）

各住宅に係る1か年分の
契約金額相当額
 　(d) = (a）×（c）

60,000,000

Ａ住宅 30.0%

44,000,000 11,000,000

Ａ住宅 3,300,000

：

： ： ： ：

1）Ａ住宅の積算額の予定価格に占める割合を算出する。

2) 住宅別の契約金額内訳が明示されていないため、契約金額1か年分の額に、
 1)で算出したＡ住宅の積算額の予定価格に占める割合を乗じて、Ａ住宅に係
 る1か年分の契約金額相当額を算出する。

※　以下イ）～エ）も同様に算定

 ※ Ａ住宅ほか複数の住宅の昇降機保守点検業務(①のイ）と同等の業務）

30.0% Ｂ住宅 3,750,000

左の予定価格に占め
る割合
　　　 （a）

各住宅に係る1か年分の
契約金額相当額
 　(d) = (a）×（c）

： ： ： ：

オ）太陽光発電設備保守点検 3,000,000 　  従来方式により契約が締結されていない
    オ）～キ）に係る業務は、比較対象から
    除外している。

カ）屋上緑化設備保守点検 1,000,000

80,000,000

Ａ住宅 40.0%

50,000,000 12,500,000

Ａ住宅 5,000,000

キ）その他提案に伴う設置設備機器保守点検 10,000,000

注(1) 単純化のため、消費税等は含めていない。
注(2) 表中の各数値は、維持管理費相当額の算定過程を分かりやすく解説するために数値例として設定したものであり、
　　実際の数値を表示したものではない。②の各表においても同じ。

予定価格 契約金額

（b）

契約金額1か年
分の額(令和元
年度分等)
 (c) = (b)÷4

住宅別の積算額

Ｂ住宅

（単位：円）

6,150,000,000

設計及び建設等に係る対価
（施設整備費相当額）

6,000,000,000

維持管理業務に対する対価
（維持管理・運営費相当額）

150,000,000
図表21の維持管理
費相当額（A）

ア）一般管理業務 65,000,000 6,500,000

計 13,600,000
イ）昇降機保守点検業務 55,000,000 5,500,000

ウ）消防用設備等保守点検業務 10,000,000 1,000,000

エ）給水設備清掃等業務 6,000,000 600,000

左の最終1か年分の額

比
較

合算
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参考 用語集

用語 説明

公共施設等運営権

施設管理者が所有権を有する公共施設等（公共施設等の利用料金を徴収する
ものに限る。）について、ＰＦＩ事業を実施する民間事業者が維持管理・運
営（これに関する企画を含む。）を行い、公共施設等の利用者から支払われ
る利用料金を自らの収入として収受する事業を実施する権利。コンセッショ
ンともいう。

コンソーシアム
ＰＦＩ事業を実施する民間事業者を選定する公募に民間事業者が応募するに
当たり、複数の民間事業者により組成される法人格のない共同企業体のこと

サービス購入型

ＰＦＩ事業を実施する民間事業者が自ら調達した資金により、施設管理者が
要求した施設整備及び維持管理・運営の一体的なサービス又は一部のサービ
スを施設管理者に提供し、施設管理者から支払われるサービス対価により、
ＰＦＩ事業に係る事業費を回収する方式

社会的割引率
費用便益分析において、費用や便益を現在（評価時点）の価値として統一的
に評価するために用いられる率

独立採算型

ＰＦＩ事業を実施する民間事業者が自ら調達した資金により、施設管理者が
要求した施設整備及び維持管理・運営の一体的なサービス又は一部のサービ
スを施設管理者に提供し、公共施設等の利用者から支払われる利用料金のみ
により、ＰＦＩ事業に係る事業費を回収する方式

モニタリング

ＰＦＩ事業を実施する民間事業者による公共サービスの履行に関し、約定に
従い適正かつ確実なサービスの提供の確保がなされているかどうかを確認す
る重要な手段であり、施設管理者の責任において、ＰＦＩ事業を実施する民
間事業者により提供される公共サービスの水準を監視（測定・評価）する行
為

リスクフリーレート 運用リスクがない資産から得られるであろう利回り

割引率 将来の金銭価値を現在の金銭価値に換算するに当たって用いる換算率

ＬＣＣ

Life Cycle Costの略称。プロジェクトにおいて、計画から、施設の設計、
建設、維持管理、運営、修繕、事業終了までの事業全体にわたり必要なコス
トのこと。なお、ＶＦＭガイドラインによれば、ＰＦＩ事業のＬＣＣは、Ｐ
ＦＩ事業として実施する場合の事業期間全体を通じた公的財政負担の見込額
の現在価値とされている。

ＮＰＶ
Net Present Valueの略称。対象事業の従来方式における施設管理者の収入
と支出とのキャッシュフローの差分を現在価値化したもの

ＮＰＶ’
対象事業のＰＦＩ方式における運営権者の収入と支出とのキャッシュフロー
の差分を現在価値化したもの
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用語 説明

ＰＦＩ
Private Finance Initiativeの略称。公共投資の水準を維持しつつ財政赤字
の削減を図るなどのため、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資
金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法

ＰＰＰ
Public Private Partnershipの略称。公民が連携して公共サービスの提供を
行う手法のこと。ＰＦＩはＰＰＰの代表的な手法の一つである。

ＰＳＣ

Public Sector Comparatorの略称。国及び地方公共団体等が自ら実施する場
合の事業期間全体を通じた公的財政負担の見込額の現在価値をいう。 提案
されたＰＦＩ事業が従来型の公共事業に比べ、ＶＦＭが得られるかの評価を
行う際に使用される。

ＳＰＣ

Special Purpose Companyの略称。ＰＦＩ事業を実施するために設立される
特別目的会社。ＰＦＩ事業以外の事業の不振が原因で、ＰＦＩ事業により提
供されるサービスの水準が低下したり、サービスの提供が中断したりするこ
とを避けるために設立される。

ＶＦＭ

Value For Moneyの略称。ＶＦＭガイドラインによれば、一般に、支払に対
して最も価値の高いサービスを供給するという考え方であり、同一の目的を
有する二つの事業を比較する場合、支払に対して価値の高いサービスを供給
する方を他に対して「ＶＦＭがある」といい、残りの一方を他に対して「Ｖ
ＦＭがない」というとされている。
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